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被告 国 は，本準備 書面 において，原告 らの損 害総論 の主張 に対す る反論 として，福

島第一発 電所 事故 との関係 で損 害賠償 の対象 とな り得 る精神的苦痛 の範 囲な どにつ い

て主張す る。

なお，略語 について は，本準備書面 で新 た に用い る もののほかは，従 前の例 による。

参考 までに本 準備 書面 の末尾 に略称語句使 用一覧表 を添付す る。

第1は じめに

原 告 らは ，本 件訴 訟 にお いて，被 告 国及 び被 告東 電 に対 し，福 島第一発 電 所

事故 に よって，放射 性物 質 に よる土壌等 へ の汚染 が生 じた だ けでは な く，原 告

らが居住 す るい わ き市 の豊 か な 自然環境 ， 日々の安定 した 生業 が破 壊 され た こ

とに よって，包 括 的生活利益 として の平穏生活権 （原告 らが居住 してい た地域 に

お いて平穏 で安全 な 日常的社 会生活 を送 る こ とが でき る生活利益）が侵害 され，

精神 的損 害 を被 った な どと主張 して ，い わ き市 で の平穏 な生活 を奪 われ た こ と

な どに よる精神 的苦痛 に対 す る慰謝料 に対す る損害賠償 の支払 を求 めてい る （訴

状 第3章 第1・41な い し71ペ ー ジ，2016（ 平成28） 年3月9日 付 け原

告 ら準備 書面 （31） ，同年5．月9日 付 け原 告 ら準備書 面 （32） ，2018（ 平成

30） 年5月30日 原 告 ら準備 書面 （56） 等）。

しか しな が ら， 平成23年8． 月5日 付 け 「東 京電 力株 式会社 福 島第一 ，第 二

原 子力発電所事 故 による原 子力損害 の範 囲の判定等 に関す る中間指針 」（以 下 「中

間指針 」 とい う。 乙C第2号 証 ），同年12月6日 付 け 「東京電力株 式会社福 島

第一 ，第二原 子力発 電所 事故 に よ る原 子 力損 害 の範 囲 の判 定等 に関す る中間指

針 追補 （自主 的避 難等 に係 る損 害 につ いて）」 （以下 「中間指針第 一次追補」 とい

う。 乙C第3号 証 ），平成24年3月16日 付 け 「東京 電力株式会社 福 島第一 ，

第 二原 子力発 電所 事故 に よる原子 力損 害 の範 囲 の判 定等 に関す る中間指針 第 二

次 追補 （政府 に よる避難 区域 等 の見直 し等 に係 る損 害 につ いて）」 （以 下 「中間指

針第 二次追補 」 とい う。 乙C第4号 証）及び平成25年12月26日 付 け 「東京
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電力株 式 会社福 島第一 ，第 二原子 力発 電所事故 に よる原 子 力損害 の範 囲の判 定

等 に関す る中間指 針第 四次追補 （避 難指示 の長 期化等 に係 る損 害 につい て）」 （以

下 「中間指針 第 四次追補 」 とい う。 乙C第5号 証 。 なお ，以 下， 中間指針 ， 中

間指針 第 一次追 補 ， 中間指針 第 二次追補 及び 中間指針 第 四次 追補 を併せ て 「中

間指針等 」 とい う。 ）は，原子 力損害賠償紛 争審査 会 （以 下 「原賠審 」 とい う。）

にお ける法律 ， 医療 又 は原子 力 工学等 に関す る学識 経験 を有 す る者 に よる審議

を経 た上 で策 定 され た もの で あ り，低線 量被 ば くに 関す る合 理 的な知見 を基 に

設 定 した避 難 区域等 を前 提 と して， 自動 車損 害賠償 責任保 険 にお ける慰 謝料や

民事 交通事 故訴 訟損 害賠償 額 算定基 準 に よる期 間経 過 に伴 う慰 謝料 の変 動状況

等 を参考 に賠償 の 目安 を示 した もの であ る ことか らす る と， 中間指 針等 で示 さ

れ た賠 償 の範 囲や項 目の 目安 は ，裁 判規範 では ない ものの ，合理 的 な内容 を定

めた もの とい うこ とがで きる。

また ， 中間指 針 等 に関す る策 定経 過 の議 事録 ＊1を子 細 に検 討す る と， 中間指

針等 の策 定 に当 た って は，被 災者 救済 に力点 を置 いた政 策 的観 点 が加 味 され て

お り， このこ とか らして も， 中間指針等 で示 され た賠 償 の範 囲や項 目の 目安 は，

被災者 に十分配慮 した もの とい うことができ る。

した がって ， 中間指針 等 で示 され た賠償 の 目安 を超 え る部 分 につい ては，個

別事 情 に基 づ く主 張立証 が な され ない 限 り，福 島第 一発 電所 事故 との間 に相 当

因果 関係 が認 め られ る損 害 とはい え ない。 しか も，被告 国 が二次 的かつ補 完 的

責任 を負 うにす ぎない こ とに照 らせ ば，被 告 国の賠償 責任 の範 囲や 額 は，第一

次次 責任者 で あ る被 告東 電 に比 して，相 当限定 され た もの とな る とい うべ きで

ある。

＊1全 議 事 録 に っ い て ， 文 部 科 学 省 の ホ ー ム ペ ー ジ （www．mext．go．jp／b ＿menu／shingi／chous

a／kaihatu／016／giji ＿1ist／ ）に て 公 開 さ れ て い る 。
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以下で は，放射線及び放射線被 ば くの健康影響 （第2） ，放射線 防護 の考 え方 （第

3），被告 国が避難 を指示 した 区域等 （第4） ， 中間指針 等 で示 された精神 的損害

の内容 （第5） につい て主張 した上 で，健康影 響 の リス クが他 の要 因に よ る影 響

に隠れ て しま うほ ど小 さい と考 え られ る よ うな低 線 量被 ば くに対す る不安感 に

つい ての賠償 の考 え方 （第6） を主 張す る とともに， 中間指針 等 の策 定経過 や 内

容 を踏 ま えつつ ， 自主的避 難等 対象 区域及 び被 告 国に よ る避難 等 の指 示等 に基

づ く避 難指 示等 対象 区域 （同対象 区域 の定義 は後記第4の とお り。 ）の区域 ごと

の居住 者 に対す る賠償 の考 え方 や （第7， 第8） ， 区域外 居住者 の精神 的 苦痛 に

対す る賠償 の考 え方 （第9） ，いい わ き市 の豊 か な 自然 環境 ， 日々 の安定 した生

業 を破 壊 され た こ とな どに対 す る慰 謝 料 （第10） につ いて主張 し， さらに，被

告 国 と被 告東 電 との立場 を前提 と した賠 償責任 の範 囲につ いて も主張す る こ と

とす る （第11） 。

第2放 射 線及び放射線被 ば くの健康影 響

放射 線 に 関 し，放 射 線 と人 間 との 関 わ りとい う視 点 か ら，放 射 線被 ば くの

人 間 に及 ぼす 影響 の問題 を 中心 に主 張す る。

1放 射線 の種 類 とその性 質

（1）原 子 核 の崩壊 や 核 分 裂反 応 の ときに放 出 され る粒 子 や 電磁 波 の こ とを放

射 線 とい う。 放射 線 を発 生 す る能 力 の こ とを 「放 射 能 」 とい い， 放射 性 物

』質 とは
， か か る放 射能 を有 す る物 質 の こ とをい う。 た だ し，放 射性 物 質 を

指 して 「放射 能 」 とい う用語 を用 い る こ ともあ る。

放 射線 に は， 以 下 の とお り， アル フ ァ線 ，べ 一 タ線 ， ガ ンマ線 ， エ ック

ス線 ， 中性子 線 等 があ る（丙A第1号 証63ペ ー ジ）。

アル フ ァ線 は， 陽子2個 と中性 子2個 とが 結 びつ い た 「アル フ ァ粒 子 」

の流 れ で あっ てプ ラス の電気 を帯 び てい る。
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べ 一 タ線 は，原 子 核 か ら高速 で飛 び 出 す電 子 の流 れ で あ って マ イ ナ ス の

電気 を帯 びて い る。

ガ ンマ線 は，原 子 核 か らアル フ ァ粒 子 やべ 一 タ粒 子 が飛 び 出 した 直後 な

どに ，余 っ たエ ネ ル ギ ー が 電磁 波 （光 子）の形 で放 出 され る もの で ，光 子 の

流 れ で あ る。 ガ ンマ線 は，電 気 を帯 び て い ない。

エ ックス線 は，原 子 核 外 の励 起 した軌 道 電 子 か ら放 出 され る電 磁 波 で あ

る。 エ ックス線 は ，電気 を帯び て い ない。

中性 子 線 は ，核 分 裂等 に伴 い 放 出 され る中性 子 の流 れ で あ って ，電 気 的

に 中性 で あ る。

（2）前 記 の よ うに，放 射 線 に は複 数 の種 類 が あ る と ころ， 以 下 の とお り，物

質 をす り抜 け る力 を意 味す る 「透 過 力 」 に差 が あ る（丙A第1号 証63，6

4ペ ー ジ）。

ア ル フ ァ線 は，物 質 の 中を通 る際 の電離 作 用 （アル フ ァ線 が， そ の周 囲 に

あ る数 多 くの原 子 の電 子 をは じき出す 作 用）に よって周 囲の原 子 にエ ネ ル ギ

ー を与 えるな ど して急 速 にエネ ル ギー を失 うた め，透 過力 は極 めて小 さく，

空 気 中で も数 セ ンチ メー トル しか進 む こ とが で きな い。そ のた め，紙 に よっ

て遮 る こ とが で きる。

べ 一 タ線 は， アル フ ァ線 に比 べ る と透 過 力 はか な り大 きい が ，空 気 中で

も数 十 セ ンチ メー トル な い し数 メー トル程 度 しか透過 で きない。そ の た め，

数 ミ リメー トル な い し1セ ンチ メー トル程 度 の厚 さの アル ミニ ウムや プ ラ

ス チ ックの板 で遮 る こ とがで き る。

ガ ンマ線 や エ ック ス線 は，物 質 の 中 を通 る際 に，物 質 の電 子 と作 用 して

吸 収 され た り散 乱 させ られ た りす る もの の， アル フ ァ線 や べ 一 タ線 と異 な

り電 気 を帯 び てい な い た め ，強 い透 過 力 が あ る。 ただ し，鉛 や 厚 い鉄 の板

に よ って遮 るこ とが で き る。
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中性 子線 に は更 に強 い透 過 力 が あ る。 しか し， 物質 の 中の原 子 核 と衝 突

して そ の原 子核 を は じき飛 ば した り，原 子 核 の 中 に吸 収 され た こ とに よ り

減衰 す るた め，水や コン ク リー トに よって遮 る こ とが で き る。

2放 射 線 の量 を表す単 位

放射 線 に 関す る単位 と して は， 以 下 の とお り，ベ ク レル （Bq） ， グ レイ （G

y）， シー ベル ト（Sv） 等 が あ る（丙A第1号 証64ペ ー ジ）。

ベ ク レル は ，放射 能 の強 さを表す 単位 で あ り，1秒 間 に1個 の原 子 核 が崩

壊 す る こ とを1ベ ク レル と数 え る。 かつ て は ， キ ュ リー（Ci） とい う単 位 が

用 い られ た。 なお ，1Ci＝3．7×1010Bq（370億Bq） で あ る。

グ レイ は， 放 射 線 のエ ネ ル ギー が どれ だ け物 質 （人 体 を含 む）に 吸収 され た

か を表 す 単位 （吸収線 量 の 単位）で あ り，1キ ロ グ ラム 当た り1ジ ュール （J）の

エネ ル ギー吸 収 が あ った ときの線 量 を1グ レイ とす る（1ジ ュール は0、24

カ ロ リー （cal） で あ る。）。 かつ て は， ラ ド（rad） とい う単位 が用 い られ

た。 なお ，1rad＝0．01Gyで あ る。

シーベ ル トは ，放 射線 の生物 学 的影響 を示す 単位 （等価 線 量＊2や 実効線 量 ＊3

の単位）で あ る。1グ レイ の ガ ンマ線 に よっ て人 体 の組 織 に生 じるの と同 じ生

物 学 的影 響 を組 織 に与 え る放 射線 の量 を1シ ーベ ル ト（＝1000ミ リシーベ

ル ト）とす る。 人体 が放 射 線 に よって受 け る影 響 は ，放 射線 の種類 に よって 異

な るた め ，ガ ンマ線 を基 準 に して い る。 かつ て は， レム（rem） とい う単位

＊2人 体の各組織が放射線を被ばくする時，その組織に対する生物学的効果を勘案 した放射線の線量。

＊3人 体の全ての特定 された組織及び臓器 における等価線量の組織加重合計（丙A第241号 証用語解

説G5ペ ージ）。身体の放射線被 ばくが均一又は不均一に生 じた ときに，被ばくした組織及び臓器

で吸収 された等価線量を相対的な放射線感受性の相対値 （組織加重係数）で加重して全てを加算 した

もの。
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が用 い られ た。 なお ，1rem＝0．01Svで あ る。

3自 然放 射 線 と人 間生 活

自然 界 の あ らゆ る とこ ろに ， そ して 常 に ，放 射線 が存 在 し，人 類 は， そ の

誕 生 の ときか ら現在 に至 るま で絶 えず 自然 放 射 線 を被 ば く し続 けな が ら生活

して きた。 した が っ て ，原 子 力発 電 等 が 開発 され て 初 め て放射 線 を被 ば くす

る よ うにな った ので は ない。

す な わ ち， 自然 界 に は， 宇 宙線 と呼 ばれ る宇 宙 か らの放 射 線 ， 地殻 を構 成

してい る花 商岩 ，石 灰 岩 ，粘 土 等 の 中 に含 まれ る放 射性 物 質 か ら放 出 され る

放 射 線 ， 人 間 が摂 取す る飲 食 物 等 の 中 に含 まれ る放 射性 物 質 か ら放 出 され る

放 射 線 等 が存 在 し，人 類 は これ ら自然 界 か らの放 射 線 を絶 えず 被 ば く し続 け

てい る（丙A第1号 証64，65ペ ー ジ）。

自然 放射 線 量 は， 地域 等 に よ って か な りの 差 が あ る。我 が 国 の場合 ，宇 宙

線 と大 地 か らの放 射線 と食 物摂 取 か ら受 け る放射 線 量 （ラ ドンな どの吸 収 に よ

る もの を除 く）の合 計 量 は ，例 えば， 関西 ではや や 高 く，年 間1．02ミ リシ

ーベ ル トか ら1 ．16ミ リシー ベ ル トで あ り， 関東 で は，年 間0．81ミ リ

シ ーベ ル トか ら1．06ミ リシー ベ ル トと比 較 的低 く，福 島 県 で は年 間1．

04ミ リシーベ ル トで あ り， 日本 人 が受 け る 自然放 射 線 量 は ，全 国平 均 で ，

一 人 当た り2 ．1ミ リシー ベル トで あ る とされ る（ラ ドンな どの 吸収 に よる も

の を含 む 。）。 世 界 の場 合 ，例 えば ブ ラ ジル の ガ ラパ リの よ うに高い放 射 線 量

を記 録 して い る地域 もあ る（ガ ラパ リで は ，大 地 か らの 自然 放射 線 量 だ けで年

間約10ミ リシーベ ル トで あ る。）。 なお ，世 界 の人 々が受 け る全 て の線 源 か

らの 自然放 射 線 の 量 は， 平 均 で2．4ミ リシー ベ ル ト程 度 と され てお り，福

島県 にお け る 自然放 射 線 量 よ り1ミ リシーベ ル ト以 上 高 い。 そ の 内訳 は，宇

宙 線 か ら年 間0．39ミ リシーベ ル ト， 大地 か ら年 間0．48ミ リシー ベル

ト， 空 気 中の ラ ドンか ら年 間1．26ミ リシー ベ ル ト，飲 食 物 等 に よ り体 内
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に取 り込 まれ る放 射 性 物 質 か ら年 間0．29ミ リシー ベ ル ト等 と され て い る

（丙A第1号 証65ペ ー ジ， 乙A第151号 証62な い し65ペ ー ジ）。

この よ うに ， 自然 放 射線 に よ る一 人 当 た りの被 ば く線 量 は ，居 住 地域 や 生

活 様 式 に よ って か な りの差 異 を生 じて い るが， 自然 被 ば く線量 が多 い こ とに

よっ て，放 射 線 の被 ば くに よっ て生 じ得 る障 害 が 多 く発 生 す る とい う科 学 的

証 拠 は得 られ て い ない（丙A第1号 証65，66ペ ー ジ， 乙A第151号 証6

6ペ ー ジ）。

4人 工放 射線 と人 間生 活

人 間 が 日常生 活 を営 ん でい く上 にお い て被 ば く してい る放 射 線 には ，前 記

の 自然 放射 線 以外 に も，種 々 の人 工放射 線 が あ る。例 えば ，全身 をCTス キ ャ

ン した場 合 ，1回 で12．9ミ リシー ベル ト被 ば くす る こ と とな る（丙A第1

号 証65ペ ー ジ， 乙A第151号 証62ペ ー ジ）。

5放 射 線被 ば くに よ る人体へ の影 響 に つ いて

（1）確 定的影響 につ いて

放射 線 防護 の分野 にお いて は，放射 線被 ば くに よる有 害 な健 康へ の影響 は

確 定 的影 響 と確 率的影響 とに分類 で きる とされてい る（国際放射線 防護委員 会

（ICRP） の2007年 勧告 〔丙A第241号 証 〕7ペ ー ジ）。

確 定的影 響 とは， 「『も し線 量が十 分 に大 きけれ ば，組織 の機 能 を損 な うの

に十分 な細胞 喪 失 を引 き起 こす』 放射線 に よる細胞 致 死 の結 果 か ら生 じる健

康 影響 で あ る。」 とされ る（ICRP「Publication82長 期放

射線 被 ば く状 況 にお け る公 衆の防護 」 （以 下 「1999年 勧告」 とい う。丙A

第242号 証9ペ ー ジ）。 そ して， 「ほ とん どの臓器 ・組織 は相 当な数 の細胞

が失 われ て も影響 を受 け ない。 しか し，失 われ た細 胞 の数 が十分 多 い と，組

織機 能 の喪失 の結果 現れ る観 察 し うる障害 が発 生す る。 こ うした障害 を引 き
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起 こす確 率 は低線 量 ではゼ ロで あ るが， ある レベル の線 量 （しきい値 ）＊4を超

え る とそ の確 率 は急 速 に1（100％ ）にまで上昇 す るであ ろ う。」， 「組織 ・臓

器 内のか な りの細胞 が死 んだ り，正 常 に再 生 し機 能す る こ とが妨 げ られ た り

す る と，臓器 機 能 の喪失 （中略）に至 るであ ろ う。」 と され て い る （ICRPの

1990年 勧告 〔丙A第243号 証〕5，15，17，18ペ ー ジ）。臓器 ご

との しきい値 は，臓器 ご とに具体 的 な線 量が示 され てお り， これ らの しきい

値 は， いず れ も100ミ リシーベル トを超 え，5000ミ リシーベ ル トか ら

6000ミ リシーベル トに達す るもの もある＊5。

（2）確 率的影響 について

確 率 的影響 とは， 「放射線被 ば くに よって 引 き起 こ された細胞 の修飾 の結果

と して起 こるか も しれ ない健康影響 をい う。」 とされ る （丙A第242号 証 ）。

1990年 勧 告 は，放射 線 に起 因す るが んの発症 の確 率 は，確 定的影響 の し

きい値 よ りも十 分低 い線量 で あっ て も，線 量 にお よそ比例 して線 量 の増 加 分

とともに上 昇す る と してい る。 す なわ ち，放 射線 被 ば くで損傷 した細 胞 が長

い潜伏期 を経 て悪性状態 となってそ の増殖 が制御 され な くな る （がん を意 味す

る。）こ とが あ り，そ の確率 は放射線 の影響 によ り損傷 を受 けた細胞 の数 によっ

て左 右 され る としてい る。 また，遺 伝 的情報 を持 った細 胞 に損傷 が発 生 す る

と，遺 伝的影響 が生 じる場合 もあ る としてい る（丙A第243号 証6，15，

＊4国 際放射 線防護委 員会 （ICRP） の2007年 勧告 （丙A第241号 証127ペ ージ 「表A．3．

4」 には，1回 の被 ば くで1％ の個 体 に発生す る と推定 され る吸収線量 につい て，組織 ごとの しき

い値 の推 定値 が示 されてい る。

＊5確 定的影響 があ る とい うの は，放射 線被 ば くに よ り組織 ・臓器 内の細胞 が傷 つ け られ て臓器 の機

能 等が損 なわれ るこ とを意 味 し，確率的影響 におい て問題 とな るよ うな被 ば くの影響 に よ り細胞 が

悪性状態 とな ってがんが発生す る場合 とは異な る。
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19ペ ー ジ）。

確 率的影 響 につい て は，確 定的影 響 にお け るよ うな しきい値 は想 定 され て

お らず ， また ， 「放射 線被 ば く者 にお いては ，が ん （お よびい くつ かの臓器 の

良性腫 瘍）以外 の確率 的影 響 は放射線 に よって誘 発 され ない と思われ る。」 と

され ている （同号証20ペ ー ジ）。

平成23年12月22日 付 け 「低線 量被 ば くの リス ク管理 に関す る ワー キ

ン ググルー プ報 告書」 （丙A第244号 証 ）は， 「広 島 ・長 崎 の原爆被爆者 の疫

学 調査 の結果 か らは，被 ば く線 量が100ミ リシーベル トを超 え るあた りか

ら，被 ば く線 量 に依 存 して発 がん の リス クが増加 す る こ とが示 され てい る。

国際 的 な合意 で は，放射 線 に よる発 がん の リス クは，100’ ミ リシーベル ト

以 下の被 ば く線 量で は，他 の要 因 に よる発 が んの影響 に よって隠れ て しま う

ほ ど小 さいた め，放射 線 に よ る発 がん リス クの明 らか な増加 を証 明す る こ と

は難 しい と され る。疫 学調 査 以外 の科学 的手法 で も， 同様 に発 が ん リス クの

解 明が試 み られ て い るが，現 時点 で は人 の リス クを明 らか にす るに は至 って

い ない。」 と してい る （同号証4ペ ー ジ）。 なお ， ここでい う100ミ リシーベ

ル トの被 ば くにつ いて の評価 は，短 時間 に被 ば く レた場 合 の評 価 で あ るが，

低 線量 率の環 境 で長 期 間 にわた り継続 的 に被 ば く し，積 算 量 として合計10

0ミ リシーベ ル トを被 ば く した場 合 は，短 時間 で被 ば くした場合 よ り健 康影

響 が小 さい と推定 され てい る （同ペー ジ）。

もっ とも，2007年 勧 告 は，実 用的 な放射線 防護 体 系 を勧告 す る 目的 か

ら， 「約100mSvを 下回 る線 量 にお いては， ある一 定の線 量の増加 はそれ

に正 比例 して放射 線 起 因の発 がん又 は遺伝性 影響 の確 率 の増加 を生 じるであ

ろ うとい う仮 定」（LNTモ デル とい われ る仮説 であ る。）を前提 と してい る （丙

A第241号 証17ペ ー ジ）。 ただ し，ICRPは ， 「LNTモ デル が実用 的

なそ の放射 線 防護 体 系 にお いて 引 き続 き科学 的 に も説 得 力 があ る要 素で あ る

一 方
， このモ デル の根 拠 とな ってい る仮説 を明確 に実証 す る生物学 的／疫 学

13



的知 見 がす ぐには得 られ そ うに ない とい うことを強調 してお く。 （中略）低線

量 にお け る健康 影響 が不確 実 で あ るこ とか ら，委員 会 は，公 衆の健 康 を計画

す る目的 には，非 常 に長 期 間 にわた り多数 の人 々が受 けた ご く小 さい線 量 に

関連す るか も しれ ない が ん又 は遺伝 性 疾患 につ いて仮想 的 な症例数 を計 算す

るこ とは適切 で はない と判 断す る （中略）。」 と してい る こ と（同号証17ペ ー

ジ）に留意 す る必 要 が ある。 す な わち，前 記 のLNTモ デル の仮説 は， 「科 学

的 に証 明 され た真 実 と して受 け入れ られ てい るの では な く，科学 的 な不確 か

さを補 う観 点 か ら，公 衆衛 生上 の安 全サ イ ドに立 った判 断 と して採用 され て

い る」 のであ る（丙A第244号 証8ペ ージ）。

（3）放 射線被ば くと生活習慣 によ るがんの リス ク

前記 の とお り放射 線被 ば くは発 が ん リス クを増加 させ るおそれ の あ るもの

で あるが， がん の原 因因子 は，放射 線被 ば くに限 られず ， 喫煙 ，肥 満 ，運動

不足等 の生活習慣 に よって も発 がん リス クは増加す る。

国立 がん研 究 セ ンター が取 りま とめた 「わ か りやす い放射 線 とが んの リス

ク」 （2014年7月 改訂版 ，丙A第245号 証 ）に よれ ば，放射 線被 ば く と

生活習慣 に よってがん （全 部位 ）になる相対 リス クについて は，

1000－2000ミ リシ ー ベ ル トの 被 ば く1．8

喫 煙 者 ， 大 量 飲 酒 （週450g以 上 ）L6

500－1000ミ リ シ ー ベ ル トの 被 ば く1．4

大 量 飲 酒 （週300－449g）1．4

や せ1．29

月巴滞苛1．22

200－500ミ リ シ ー ベ ル トの 被 ば く1．19

運 動 不 足1．15－1．19

高 塩 分 食 品1．11－1．15

100－200ミ リ シ ー ベ ル トの 被 ば く1．08
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野菜不足1．06

受動喫煙 （非喫煙 女性）1．02－1．03

とされ ，100ミ リシー ベル ト未満 の被 ば くにつ いて は 「検 出 困難 」 とされ

て い る （同号証2枚 目）。 なお ， これ は放射 線被 ば くと生活習 慣 に よる発 がん

リスクを客観 的に比較 した ものであ る。

（4）小括

以上 の とお り，国際 的 な合 意 に基づ く科 学的 な知 見 に よれ ば，臓器 の機 能

障 害等 の確 定的影響 は，特 定の臓器 に関す る しきい値 を超 え る被 ば くが あっ

た場合や ，少 な く とも100ミ リシーベ ル トを超 えた場合 で ない限 り，認 め

られない と考 え られ てい る。

また， がん発症 の確 率 的影響 につ いて も，少 な く とも100ミ リシーベル

トを超 えない 限 り， がん発 症 の リスクが 高ま る との確 立 した知 見 は得 られ て

い ない し，2007年 勧告 等 で述べ られ てい るLNTモ デル も，飽 くま で科

学 的 な不確 か さを補 う観 点か ら，公 衆衛 生サイ ドに立 った判 断 として採 用 さ

れ てい る ものにす ぎない こ とが明言 され てい るもので ある。

第3放 射線防護の考 え方

1国 際放射線 防護 委員会 （ICRP） の勧告 に よる放射線 防護 の考 え方

国際放射 線 防護 委員 会 （ICRP） とは，1928年 に設立 され た 「国際X線

・ラ ジ ウム防護 委員 会」 を基 に，科 学的 見地 に立 って ，電離放 射線 の被 ば くに

よるが ん等 の疾 病 の発 生 を低減 し，また ，放射 線 に よる 自然環 境へ の影響 を低

減 し，公 益 に資す るこ とを 目的 と して1950年 に設 立 され た英 国の独 立公 認

慈善事業 団体 であ る。

ICRPは ，主委員 会 と常設 の5委 員会 （放射線 影響 ，被 ば く線 量，医療放射

線 防護 ，勧告 の適 用 ，環 境保護）及び その タスク グルー プで事業 を進 めてお り，

メ ンバー は各 分野 の専 門家 に よって構成 され ，事 業 の成 果 は，委員 会勧告 や委
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員 会報 告 と して 出版 されて い る。 ま た，ICRPの 活 動資金 は，放射線 防護 に

関心 の ある多 くの機 関か らの寄 附 と出版 物 の印税 で賄 われ てい るが ，寄附 はI

CRPの 独 立性 の尊重及び活動計 画，委員選任 への不介入 が条件 とされてい る。

そ して，ICRPの 主委員 会 の勧 告 は ，我 が 国 を含 む世界 各 国 の放射 線被 ば

くの安 全基準 作成 の際 に尊重 され て い るこ とか ら，以 下， 同主委員 会 にお け る

放射 線 防護 に関す る勧告 の概 要 につ いて説 明す るが，最 新 の勧 告 で あ る200

7年 勧告 は，1990年 勧告 の考 え方 を基本 としつつ ，後 の知見 の集積 を踏 ま

えて改訂 され た もの であ るため ，1990年 勧 告 か ら2007年 勧 告 に至 るま

での勧告 の概 要及 び勧告 の考 え方 にっ い て順 次述 べ た上で ，福 島第一発 電所 事

故 に対す るICRPの 見解 につ いて も主張す るこ ととす る。

（D1990年 勧告 （丙A第243号 証）

ア1990年 勧告の位置 づ け

ICRPは ，1977年 にそ の基 本勧 告 をPublication26

と して刊行 したが ，それ 以 降の進展 等 を踏 ま え，1990年11． 月に主委

員会 にお いて新勧 告 を採択 してお り， これ が1990年 勧告 であ る。

イ1990年 勧告が前提 と して いる考 え方 について

（ア）勧告 の適用範 囲 と放射線防護 の主 た る目的につ いて

1990年 勧告 では，勧告 の対象 について， 「以前の報告書 と同 じく電
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離放射 線＊6に対す る防護 に限定 され て い る。委 員会 は，非 電離放 射線源

に対 し十分 な管理 を行 うこ との重要性 を認 めてい るが， しか しこの こ と

は委員 会 の扱 う範 囲外 の事柄 で ある と引 き続 き考 えてい る。委員 会 はま

た ，人類 が直 面 してい る多 くの危険 の 中の一 つで あ る電離 放射線 だ けに

この よ うに集 中す る こ とは，無 用 の不安 を引き起 こす 種 にな るか も しれ

な い こ とを認 識 してい る。 それ ゆ え委 員会 は，電離放 射線 は恐怖 ではな

く注意 を もって取 り扱 う必 要 があ り，そ して，放 射線 の リス クは他 の リ

ス ク と釣 り合 いを保 つべ きで あ る， とい う委員会 の見解 を強調 した い。

電 離放 射線 に対す る被 ば くを管理 す るた め に利用 で き る方 法 は， も し適

切 に用 い られ るな らば， われ われ すべ て が さらされ てい る一 連 の リスク

の うちで放射 線 の 占め る部分 はわず かにす ぎない こ とを保 証 す るに十分

な もので ある」 （同号証3，4ペ ー ジ （14））と述べ た上 で，放射 線 防護 の

主た る 目的につい て， 「放射線被 ば くを生ず る有益 な行為 を不 当に制 限す

るこ とな く，人 に対 す る適切 な防護 基 準 を作成す るこ とで あ る。 この 目

的は科 学的概 念 に基 づ くのみ で は達成 す る こ とはで きない。放射 線 防護

に携 わ る人 々はす べ て，い ろい ろな種類 の リス クの相対 的重 要性お よび

リス ク と便益 とのバ ランス につ いて，価値判 断 を しな けれ ばな らない。」

＊6「 電離放射線 」 とは3000兆 ヘル ツを超 える周波数 を持 ち生体組 織の分子 ・原 子 を電離 ，励 起

す るよ うなエ ネル ギー を有す る電磁波 で，アル ファ線，べ 一 タ線 ，ガ ンマ線， エ ックス線， 中性子

線 等は これ に該 当し，他方 「非電離放射線 」 とは3000兆 ヘル ツ以下の周波数 で，生体組織 の分

子 ・原 子 を電離 励 起す るよ うなエネル ギー を持た ない電磁 波で ，可視 光線 ，赤外線 ，テ レビ ・ラ

ジオ等の電磁波 が これ に該 当す る。 なお ，単に 「放射線」 と呼称 され る もの は一般 に前者 を指す と

され てお り，本準備 書面 にお いて 「放射線」 と記載 してい るもの も，電離放 射線 を念頭 に置いて説

明 して い るものであ る。
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としてい る （同号証4ペ ー ジ （15））。

（イ）放射線被 ば くの影響の定量的推 定及び確率的影響の考 え方につ いて

また，1990年 勧告 は， 「放射線 防護 体系 を作 りあげ るた めには，確

率的影 響 の確 率 と確 定的影響 の重 篤度 が線 量 に伴 って どの よ うに変化す

るか を定量 的 に知 るこ とが必要 で あ る」 （同号 証17ペ ー ジ （52））との見

解 を示 した上で ，確 率的影響 に関 し， 「放 射線被 ば く者 においては， がん

（お よびい くつ か の臓器 の良性 腫瘍 ）以外 の確 率 的影 響 は放射 線 に よって

誘発 され ない と思 われ る」 （同号 証20ペ ー ジ （62））， 「放射線 に起 因す る

がん の確 率 は，少 な くと も確 定 的影 響 の しきい値 よ りも十分 に低 い線量

では， おそ ら く しきい値 が な く，線 量 にお よそ比例 して線 量の増加 分 と

ともに通 常は上昇す る」（同号 証5，6ペ ー ジ （21），84ペ ー ジ （S8）），「大

部分 の ヒ トの情報 は もっ と高 い線 量域 （0．1な い し0．2Gyか それ以

上）で得 られ てお り， よ り低 い線 量で有意 な結果 が観 察 され るのは例 外 に

す ぎない。」 （同号証 付属書B，128ペ ー ジ （B53））， 「理論的考 察 も大部

分 の利 用 可能 な実験 デー タな らび に疫 学 デー タ も， 低LET＊7放 射線 に

対す る発 が ん反 応 に しきい値 が あ る とい う考 えを支 持 しな い。 それ に も

か かわ らず，個 々の腫瘍型 につい ての しきい値 の存 在 を確 信 をもって除

外す る ことは， ヒ小 で も実験系 で も統計 的根拠 か らで きない。 しか し，

もし しきい値 が存在 す る として も， そ の値 はほ とん どの ヒ トのがん につ

いてお よそ0．2Gy以 下で あ り，多分 これ よ りず っ と低い に違い ない。」

＊7LET（Linearenergytransfer： 線エ ネル ギー付与 ）とは，媒体 中の荷電粒 子放射線 の平均線エ

ネル ギー損失率，す なわ ち，あ る物 質 中を通過す る経路の 単位長 さ当た りに失 う放射線 エネル ギー

をい う（丙A第241号 証用語解説G8ペ ー ジ）。各種 の放射線 の うち，X線 ，ガ ンマ線 はLETが

小 さいので低LETと い い，アルフ ァ線，中性 子線等 はLETが 大 きいので高LETと い う。
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（同号証 付属書B， 同号証131ペ ー ジ （B61））との考 え方 を前提 に しっっ，

「委 員会 の基本 的 な枠組 み は，線 量 を確 定的影 響 のそれ ぞれ に対す る し

きい値 よ りも低 く保 つ こ とに よってそ の発生 を防止 し， また確 率的影 響

の誘 発 を減 らす た め にあ らゆ る合理 的 な手段 を確 実 に とるこ とを 目指す

もので あ る。」 （同号証31ペ ー ジ （100））として，放射線 防護 体系 を検討

してい る。

（ウ）放射線 防護 の概 念 的枠組 みの考 え方 について （「行 為」 と 「介入」 につ

いて）

さらに，1990年 勧 告 において は， 「総放射線被 ば くを増加 させ る人

間 の活 動 を “行為 ” と呼び ，現在 あ る被 ば くの原 因 に影響 を与 えて総被

ば くを減 らす 活動 を “介入 ” と呼ぶ 」 （同号証32，33ペ ー ジ （106），

86ペ ー ジ （S15））こ ととし， 「行為 」 と 「介入」 の両面 か ら放 射線防護 体

系 を構築す る ことと してい る。

（エ）被 ば くの種 類の考 え方 について

加 えて，1990年 勧 告 におい ては ，放 射線 防護 体系 の構1築に当た っ

て，被 ば くの種類 を 「職業被 ば く」 （仕 事 中に，主 として仕 事 の結果 起 こ

る被 ば く）， 「医療被 ば く」 （お もに診 断 または治療 の一部 として患者 が受

け る被 ば く）， 「公衆被 ば く」 （職 業被 ば く，医療被 ば く以外 のすべ ての被

ば くを含む）の3種 類 に分類 し，それぞれ の被 ば くに対す る検討 を行 って

い る（同号証33ペ ー ジ （109），86ペ ー ジ （S16））。

ウ1990年 勧 告に おける，放射線 防護 体系の一般原則 について

（ア） 「行為」 における放射 線防護 の一般原則

1990年 勧告 におい ては，前 記イ の考 え方 を前 提 に 「行 為」 にお け

る放射線 防護 体系 につ いて， 「行為 の正 当化 」， 「防護 の最適 化」， 「個人線

量 限度 お よび個人 リス ク限度 」 の一般原 則 を定 めてい る ところ， その具

体的内容 は以下 の とお りであ る。
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a「 行為の正 当化 」につ いて

「放射線 被 ば くを伴 うどんな行為 も， そ の行 為 に よって，被 ば くす

る個 人 また は社 会 に対 して， それ が引 き起 こす 放射線 障害 を相殺 す る

のに十分 な便益 を生 むので なけれ ば，採 用すべ きでない」 （同号証34

ペー ジ （112）（a），86ペ ージ （S18）（a））。

b「 防護 の最 適化」 について

「あ る行 為 内の どん な特 定 の線源 に関 して も，個人線 量 の大 き さ，

被 ば くす る人 の数 ，お よび，受 け る ことが確 か でな い被 ば くの起 こる

可能性 ， の3つ す べ て を，経済 的お よび社会 的要 因 を考 慮 に加 えた う

え，合 理的 に達成 でき るか ぎ り低 く保つ べ きで あ る。 この手順 は，本

来の経 済的 ，社 会 的 な判断 の結果 生 じそ うな不公 平 を制 限す るよ う，

個 人 に対 す る線 量 に関す る限定 （線 量拘束値 ＊8），あ るい は，潜在 被 ば

く＊9の場合 には個人 に対す る リスクに関す る限定 （リスク拘束値 ＊10）に

よって，拘束 され るべ きであ る」 （同号 証34ペ ー ジ （112）（b），86ぺ

＊8あ る線源か らの個人線量に対する予測的な線源関連の制限値。線源か ら最 も高く被ばくす る個人

に対す る防護の基本 レベルを提供 し，またその線源に対する防護の最適化における線量の上限値 と

しての役割を果たす （丙A第241号 証用語解説G9ペ ージ）。

＊9確 実に生 じるとは予想できないが，線源の事故又は臓器の故障及び操作上の過失 を含む確率的性

質 を持っ単一事象又は一連の事象により生 じるおそれのある被ばく （丙A第241号 証用語解説G

8ペ ージ），すなわち，起こることが不確実な被ばく。

＊10（ 潜在被 ばくによる損害の確率 とい う意味で）ある線源に起因する個人 リスクの予測的な線源関

連の制限値で，線源によるリスクが最 も高い個人に対する防護の基本的 レベルを規定し，その線

源 に対す る防護の最適化において，個人のリスクの上限値 として役立つ （丙A第241号 証用語解

説G15ペ ージ）。
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一ジ （S18）（b））。

c「 個 人線 量限度 および個 人 リスク限度」に ついて

「関連す る行 為す べ ての複合 の結 果生ず る個人 の被 ば くは線 量限度

に従 うべ きで あ り，ま た潜 在被 ば くの場合 には リス クの何 らかの管理

に従 うべ きで あ る。 これ らは，通 常の状況 で はいつ も， どの個 人 も，

これ らの行 為 か ら容認 不 可 と判 断 され る よ うな放 射線 リス クを受 ける

こ とが確 実 にない よ うにす る こ とを 目的 とす る。 すべ て の線源 が線源

での措置 に よって 管理 が可能 とは限 らない ので，線 量 限度 を選 択す る

前 に，関連す るもの と して含 めるべ き線源 を特 定す る必要 が ある」 （同

号証34ペ ー ジ （112）（c），86，87ペ ー ジ （S18）（c））。

（イ）介入 におけ る放射線防護の一般原 則

他 方，1990年 勧告 で は 「介入 」 にお け る放 射線 防護 体系 につ いて

は，前記 （ア）aの 「行為 の正 当化」 に対応す る一 般原則 と して後記aの 一

般原則 ，前記 （ア）bの 「防護 の最適化 」 に対応す る一般原則 として後記b

の一般原 則が それ ぞれ 定め られ てい るが，前記 （ア）cの 「個人線量 限度お

よび個人 リス ク限度」に対応す る一般原則 は定 め られ てい ない。 これ は，

「線 量 限度 は，行為 の管 理 に使 うこ とを意 図 した もので （中略）これ らの

勧 告 され た線 量 限度 ， あ るいは事前 に決 めた他 の任 意 の線 量 限度 を，介

入 決定 の根拠 として使 うこ とは ，得 られ る便 益 とま った く釣 り合 わない

よ うな方策 を含 むか もしれず ，正 当化 の原則 に矛盾す る」 （同号証39ペ

ー ジ （131））と考 え られ た こ とや ，後記a及 びbの 基本原則 に よって， 「介

入 が適切 な状 況 に対す る手 引 き とな る介 入 レベル を導 くこ とがで き る。

これ を超 えれ ば重 篤 な確 定 的影響 が起 こるた めに介 入 が ほ とん ど必 ず正

当化 され る よ うな，あ る レベル の予 測線 量 があ ろ う」 （同号証35ペ ー ジ

（113），87ペ ー ジ （S19））と考 え られ たか らで ある。

a「 提 案 され た介入 は ，害 よ りも益 の方 が大 きい もので あ るべ きで あ
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る。す なわ ち，線量 を引き下 げた結果 生ず る損 害 の減少 は， この介 入

の害 と社会 的費 用 を含 む諸 費用 とを正 当化 す るの に十分 な もの であ る

べ きで ある。」

b「 介入 のかた ち，規模 ，お よび 期 間は ，線 量低減 の正 味 の便 益 ，つ

ま り放射 線損害 の低減 の便益 か ら介 入 に関す る損害 を差 し引いた もの，

を最 大 とす るよ うに，最適化 され るべ きである。」

エ1990年 勧告 にお ける個 人線量限度 について

（ア）1990年 勧 告に おける個人線量 限度の考 え方 と適用場面 について

前記 ウで述べ た とお り，個 人線 量 限度 は，放射線 防護 体 系の うち 「行

為 」 にお け る放射線 防護 にお いてのみ適用 され る もので あ り， 「介入 」 の

判 断 におい て は妥 当 しない もの であ る とこ ろ，1990年 勧 告で は，個

人線 量限度 につい て， 「線 量 限度 の数値 は， この値 をわずか に超 えた被 ば

くが続 けば ， ある決 まった行 為 か ら加 わ る リス クは平 常状 態 で “容認 不

可 ” と合 理 的 に記述 でき る よ うな もの となる よ うに選ぶ ， とい うのが，

委員会 の意 図であ る。」 （同号 証37ペ ー ジ （123））と記述 され てい る。

その上で，1990年 勧告 では，個 人線 量限度 につ いて，「実施 面では，

線 量限度 の定義 と機 能 につい てい くつ かの誤解 が生 じて い る。 まず第 一

に，線 量 限度 は “安 全” な範 囲 と “危 険 ” な範 囲 との境 界線 であ る と，

広 く， しか し間違 って， み な され てい る。 第二 に， これ も広 くしか し間

違 って，線 量 限度 は被 ば くを低 く保 ち，改 善 を強制す るた めの最 も簡 単

で効果 的 な手法 と考 え られ てい る。 第 三 に， これ は， 防護 体 系の厳 格 さ

の唯一 の尺度 と通 常考 え られて い る。」 （同号証38ペ ー ジ （124））との見

解 を示 した上で， 「すべ て の状況 下ですべ てのか たちの被 ば くに線量 限度

を あては め るの は決 して適 切 で はない。 適用 す る こ とは考 え られ て いな

い ，た とえば，緊急 時 とか，相 当に重要 な特殊 作業 の期 間に は，線 量 限

度 のか わ りに，その場 合のた め特別 に決 め られ た規制機 関が定 める限度 ，
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あ るい は， その レベ ル にな る とあ る決 ま った 一連 の措置 を開始 す る必 要

のあ る，規 定 され た線 量 レベ ル が使 われ るのが普通 であ る。 この よ うな

レベ ル は しば しば対策 レベル あ るい は介 入 レベル と呼ばれ ， もっ と一般

的 には参考 レベル と呼ばれ て，放 射線 防護 の手順 を体 系づ け る有用 な手

法 となって い る。」 （同号証38ペ ー ジ （125））として， その適用場 面 に関

す る考 え方 を示 してい る。

（イ）1990年 勧 告で示 された職 業被 ば くに おける個 人線 量限度

a1990年 勧告 は，前記適 用場 面 を示 した上 で，職 業被 ば くの場合

の個人 線量 限度 を設 定す るに当た り，47年 とい う就 労期 間に わた り

一様 に受 け る生涯 線 量又 は作業 の各年 に受 ける年 線量 とし，被 ば くの

耐容性 の程 度 として，容認不 可 （通 常の操 業 にお いて， いかな る合 理的

な根拠 に基 づ いて も被 ば くを受 け入 れ る こ とがで きない こ とを示 す も

の）と耐容 可 （歓迎 され ないが合理 的に耐 え られ るこ とを意 味す るもの）

との 間の領 域 にお け る境 界値 を示す こと とし，全就 労期 間 にわた り毎

年 受 け る年線 量 と しての各試 行値 を定 め， この年線 量 に対す る連 続均

等被 ば くの結 果 を検討 してい る （同号証44ペ ー ジ （149）ない し46ペ

ー ジ （153））。 ここで検 討 の対象 とされた のは， そ の46ペ ー ジの 「表

5作 業者集 団の被 ば くに よる損 害 の諸属性 」 にお け る年齢別 の計 算

結果 に基 づ き算 出 され たデー タで あ り， この表5に よれ ば，年 実効線

量 の試 行値 は，10ミ リシーベ ル ト，20ミ リシーベ ル ト，30ミ リ

シー ベル ト，50ミ リシーベル トとされ ，全 ての作 業年 に この年線 量

を受 け る との前提 で， それぞれ に47を 乗 じる と，概 算 で0．5シ ー

ベル ト，1．0シ ーベル ト，1．4シ ーベ ル ト，2．4シ ーベル トと

な り，各寄与死亡 の確率 （がん による死亡の確 率）は1．8パ ーセ ン ト，

3．6パ ーセ ン ト，5．3パ ーセ ン ト，8．6パ ー セ ン トとされ てい

る。 なお，容認 不 可 とされ る レベ ル の被 ば くで あって も 「事故 時の よ
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うな異常 な状況 で は受 け入 れ られ な けれ ばな らない か も しれ ない。」 と

されてい る （同号証45ペ ー ジ （150））。

bそ の上 で，1990勧 告 は， 「委員会 は，毎年 ほぼ均等 に被 ば くした

として全就労期 間 中に受 ける総実効線量 が約1Svを 超 えない よ うに，

そ して その よ うな レベル に線 量限度 を定 め るべ きであ り，ま た放 射線

防護 体 系の適用 に よって この値 に近 づ くこ とはまれ に しか ない よ うに

すべ きであ るとい う判断 に達 した。」（同号証48，49ペ ー ジ （162）），

「委員 会は ，い か なる1年 間 に も実効線 量 は50mSvを 超 えるべ き

で ない とい う付 加 条件 つ きで，5年 間の平均値 が年 あた り20mSv

（5年 間 に100mSv） とい う実効線 量 限度 を勧 告す る。」 （同号 証4

9ペ ー ジ （166））として，職業被 ば くについ ての個人線 量限度 について，

い か なる1年 間に も実効線 量 は50ミ リシーベル トを超 え るべ きで は

ない とい う付加 条件付 きで，5年 間の平均値 が年 当た り20ミ リシー

ベル ト（5年 間に100ミ リシーベル ト），生涯 実効線 量 が1シ ーベル

トを超 えない ことを線量 限度 と した （同号証48，49ペ ー ジ）。なお ，

前記 の表5の とお り，この生涯実効線量1シ ーベル トを前提 とす る と，

「寄与 死亡 の確 率 」 は3．6パ ーセ ン トとな り， がん に よる死 亡 の確

率が約50年 で3．6パ ー セ ン ト上昇す る こ とを意 味す る。 また ，生

涯被 ば く（生涯線 量1シ ーベ ル ト）の結果 起 こる と考 え られ る確 率 的影

響 に よる18歳 の人 の平均 余命 の平均 損失 は0．5年 としてい る （同号

証46ペ ー ジ）。

（ウ）1990年 勧告で示 され た公衆被ば くにおける個 人線量限度

1990年 勧 告 は ，公 衆被 ば くの場合 の個 人線 量限度 を設 定す るに 当

た り， 「年 実効線 量 が1mSv－5mSvの 範 囲の継続 した追加被 ば くの

影 響 は付属書Cに 示 して あ る。 それ らは判 断の ため の基礎 と して わか り

やす い ものでは ない が，1mSvを あま り超 えない年線 量 限度 の値 を示
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唆 して い る。一方 ，付 属書Cの 図C－7の デー タは， た とえ5mSvy－1

の継続 的被 ば くに よって も，年齢 別死 亡 率の 変化 は非常 に小 さい こ とを

示 して い る。」 （同号 証55ペ ー ジ （191））な どと して ， これ らを根 拠 と し

て， 「公 衆 の被 ば くに関す る限度 は，1年 につい て1mSvの 実効線 量 と

して表 され るべ きで あ るこ とを勧告 す る。 しか しなが ら，特殊 な状況 に

お いて は，5年 間に わた る平均 が年 あた り1mSvを 超 えなけれ ば，単

一年 に これ よ りも高 い実効線 量 が許 され る こ ともあ りうる。」 （同号証5

6ペ ー ジ （192），91ペ ー ジ （S40））との見解 を示 している。

もっ とも，1990年 勧 告 では，前記個 人線 量限度 に関 し， 「重 大 な事

故 に よる線 量 は，介入 に よってのみ処置 す る ことが でき るので，線 量 限

度 の対象 ではない。」 （同号証55ペ ー ジ （192））との見解 も示 され てい る。

オ1990年 勧告 にお ける緊急時計画及 び介入 レベルの考 え方に ついて

前 記 工 （ア）で述 べた とお り，1990年 勧告 におい ては， 「緊急 時 とか，

相 当に重要 な特殊 作業 の期 間 には，線量 限度 の か わ りに， その場合 の ため

特別 に決 め られ た規 制機 関が定 め る限度 ， あ るい は，その レベ ル に な る と

あ る決 ま った一連 の措 置 を開始す る必 要 のあ る，規 定 され た線 量 レベル が

使 われ るのが普通 で あ る。 この よ うな レベル は しば しば対策 レベル あ るい

は介入 レベ ル と呼 ばれ ， もっ と一 般 的に は参考 レベル と呼 ばれ て，放射 線

防護 の手順 を体系づ け る有用 な手法 となってい る。」 （同号証38ペ ー ジ （12

5）と され てお り，個 人線 量 限度 とは別 異 の検討 を要 す る と され てい るが，

そ の詳 細 につ いては， 「介入 レベル の選択 は，その措置 を とるこ とに よって

回避 で き る線量 を もとに して行 うべ きで あ る。 回避 可能 な線 量 を事故 直後

の短 時 間の 間に推定す る こ とは容 易 で はない か ら，必要 な ときに測 定ない

し推 定 で き る量 に関 して誘 導介 入 レベ ル を決 め てお くべ きで あ る。介 入 レ

ベル は限度 と して扱 うべ き もので はな く，措 置 の ための指針 で あ る。」 （同

号証79，80ペ ージ （283））とされてい る。
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力 小括

以 上 の とお り，1990年 勧告 で は，確 率 的影 響 につい て，放 射線 に起

因す るがんの確率 は， 「お そ らくしきい値 が な く，線量 にお よそ比例 して線

量 の増加分 とともに通 常は上昇す る」 との考 え方 が採 られ てい るが， 「しき

い値 の存在 を確 信 を もって除外 す る こ とは， ヒ トで も実験 系 で も統 計的根

拠 か らで きない。」 と し，確 率 的影響 に しきい値が な く発 が んの確 率 が放射

線 量 に比 例 して増加 す る との考 えが科学 的 に証 明 され た もので はない こ と

を明 らかに した上で，放射線 防護 体系が構 築 され てい るもので ある。

ま た，1990年 勧 告 は，放射線 防護 体 系 の構 築 に 当た り， 防護 の概 念

を 「行 為」 と 「介 入」 に分 け，それぞれ につい て防護 の体 系 を示 してい る

が，個人線 量限度 の概 念 は， 「行為」 にお ける放射 線 防護 におい てのみ適用

され， 「介入」 の判 断においては妥 当 しない もの とされてい る。

（2）ICRPPubIication63（ 以 下 「1992年 勧告 」 とい う。

丙A第246号 証 ）

ア1992年 勧告 の位置 づ け

1990年 勧 告 では，前記 （1）オ の とお りの介入 レベル に関す る考 え方 が

示 され てい る ところ，ICRPは ，1992年11． 月，大規模 事故 等 が発

生 した場合 に，公衆 を防護 す るた めに事故後 に行 われ るべ き介入 に関 して，

介 入 レベ ル につ いて の定量 的 な指針 を含 んだ勧告 を採択 してお り， これ が

1992年 勧告 である。t

イ1992年 勧告 で示 され た屋 内退避及 び避難の考 え方 について

（ア）1992年 勧告 は，屋 内退避iにつ い ては ，屋 内退 避 が実効 可能 と考 え

られ る時 間の間 に50ミ リシーベル トの回避 実効線 量 が達成 で きるので

あれ ば，屋 内退 避 はほ とん どいつで も正 当化 され る とし，避難 （1週 間未

満 ）につ いては，予測 され る全身 に対す る平均個人線 量が1日 以内に0．

5シ ーベル トを超 え，又 は避 難期 間 の間 に回避 され る平均個 人実効 線量
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が0．5シ ーベル ト若 しくは皮膚 線 量が5シ ーベル トで あれ ば，避 難 は

いつ で も正 当化 され る としてい る。 また ，いずれ につ い て も最適化 レベ

ル は回避 実効線 量 よ り低い が10分 の1（ 屋 内退避 につ き5ミ リシーベ ル

ト，避難 につ き全 身線量50ミ リシーベル ト）を下回 る こ とはない と して

い る （同号 証19ペ ー ジ （62），20ペ ージ （67），33ペ ー ジ表3） 。

（イ） 次 に，移転 につい ては，約1シ ーベル トの平均 回避 実効 線 量で あれ ば

ほ とん どいつ で も正 当化 され る と し，事 情 に よって もっ と低 い レベ ル の

回避線 量 で も正 当化 され るこ とが あろ うが， 「非常 に重 大 な事故 の あ とで

は，移転 が正 当化 され る回避 線量 の レベル は， この参考 レベ ル よ りもっ

と高 くさえな るか も しれ ない。」 とし， 「移転 が最適 化 され る ときの沈着

放 射能 か らの線 量率 は，連続 した長期 の被 ば くに対 して1か ．月あた り約

10mSvで あ る。」 と してい る（同号証26ペ ー ジ （102），33ペ ー ジ表

3）。 “

（3）ICRPPubIication82（1999年 勧 告 。丙A第242号

証）

ア1999年 勧 告の位置 づけ

1992年 勧 告 に引 き続 き，ICRPは ，1999年9月 ，長 期放射 線

被 ば く状況 にお ける公 衆 の防護 に 関 し，介 入 レベ ル につ いて の定量 的な指

針 を含 んだ勧告 を採択 してお り， これ が1999年 勧告 で ある。

イ1999年 勧 告 で示 され た長 期放 射線被 ば く状況 にお け る介 入の参 考 レ

ベル に関す る考 え方につ いて

前記 （1）ウ （イ）で述 べた とお り，介入 において も 「提案 され た介入 は，害

よ りも益 の方 が大 きい もの であ るべ きで ある。 す なわ ち，線 量 を引 き下 げ

た結果 生ず る損害 の減少 は， この介 入 の害 と社 会 的費用 を含 む諸費 用 とを

正 当化す るの に十分 な もので あるべ きで あ る。」 として介入 の正 当化 を要す

る。
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そ うであ る ところ，1999年 勧告 で は，介入 レベル を検討 す るに当た っ

ては，世界 の多 くの地域 で経験 され てい る 自然の現存年線量 を基 準 と して，

介 入 が正 当化 され ない現存年 線 量 を用い るこ とが有用 で あ る と した 上， 自

然 の線 量 の世界 平均 が年 当た り2．4ミ リシーベ ル トで あ る一 方，世 界 の

諸地域 で は， 多 くの人 口集 団 が年 当た りお よそ10ミ リシーベ ル ト程 度 に

まで高 め られ た線 量で何年 もの間生活 してい る ことも参 考 と して （同号証3

2，33ペ ー ジ （76）），ほ とん ど常に介 入 を正 当化 できる 「一般 参考 レベル」

を現 存年線 量 で100ミ リシーベル ト以 下， 正 当化 され そ うに ない介 入 に

対す る一般 参 考 レベ ル を現 存年線 量 で10ミ リシーベ ル ト以 下 としてい る

（同号証xi，Xi，xvペ ー ジ，36ペ ー ジ図6，53ペ ー ジ表1） 。

（4）2007年 勧告 （丙A第241号 証 ，乙A第41号 証 ）

ア2007年 勧告 の位置 づ け

ICRPは ，2007年3月 に主委員会 に よ り承認 された勧告 にお いて，

1990年 勧 告 を改訂 してお り， これ が2007年 勧告 であ る。

イ2007年 勧告 が前 提 と して いる考 え方について

（ア）放射線 防護の主た る 目的 について

2007年 勧 告 におい て も，主 な 目的は 「被 ば くに 関連 す る可能性 の

あ る人 の望 ま しい活 動 を過 度 に制 限す るこ とな く，放射 線 被 ば くの有 害

な影 響 に対 す る人 と環 境 の適切 な レベ ル で の 防護 に貢 献 す る こ とであ

る。」 とされてお り，1990年 勧告 と同様 の 目的が述べ られ てい る。

（イ）放 射線被 ば くの確率 的影響 の考 え方 について

a2007年 勧 告 で も， 「放射線 防護 は，2つ の タイ プの有害 な影響 を

扱 う。 高線 量 は多 くの場合 急性 の性 質 を持 つ確 定的影響 （有害 な組織反

応 ， （中略））の原 因 とな り，それ は ある しきい値 を超 えた場合 にのみ起

こる。 高線 量 と低 線量 は どち らも確 率 的影 響 （が ん又 は遺 伝性影 響）の

原 因 とな るこ どが あ り， その確率 的影響 は被 ば くか ら長 期 間の後 に起
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こ るこれ らの影 響 の発生 率 の統 計 的 に検 出可能 な増加 と して観 察 され

る。 委員 会 の放 射線 防護 体系 は， 第1に 人 の健 康 を防護す る ことを 目

的 と してい る。」， 「す なわ ち，電離放 射線 に よる被 ば くを管理 し，制御

す るこ と， その結 果，確 定 的影 響 を防止 し，確 率 的影 響 の リス クを合

理 的 に達成 で きる程度 に減 少 させ る ことで あ る。」 （丙A第241号 証

7ペ ー ジ （28）（29））とされてお り1990年 勧告 と同様 に放射線防護 に

お い ては確 定的影 響 と確 率 的影 響 の2つ の 問題 を取 り扱 うことを述 べ

てい る。

bそ の上で，2007年 勧 告 は， 「関連す る臓器 にお け る確 定的影響 の

しきい線 量 が超過 す る可能性 のあ る状況 は， ほ とん どいか な る事情 の

下 にお いて も防護 対策 の対象 とす べ きで ある。 （中略）100mSv近

くま で年線 量 が増加 した ら， ほ とん どいつ で も防護 対 策 の導入 が正 当

化 され るであ ろ う。」 （同号証9ペ ー ジ （35）），年 間約100ミ リシーベ

ル トを下回 る放射線 量 にお いて， 「確率 的影響 の発生 の増加 は低 い確 率

で あ り， またバ ック グラ ウン ド線 量 を超 えた放射線 量 の増加 に比例 す

る と仮 定す る。 委員会 は， このいわ ゆ る直線 しきい値 な し（LNT） の

モデル が，放射 線被 ば くの リス クを管理す る最 も良い実用 的 なアプ ロ

ーチ であ り，“予 防原 則” （UNESCO，2005） にふ さわ しい と考

える。 委員 会 は， このLNTモ デル が， 引 き続 き，低 線量 ・低線 量率

での放 射線 防護 につ いて の慎 重 な基礎 であ る と考 え る。」 （同号 証9ペ

ー ジ （36））として，1990年 勧告 と同様 に確 率 的影 響 の評価 について

は， しきい値 を設 けない考 え方 を踏襲 してい る。

もっ とも，2007年 勧 告 にお いて も， 「委員 会は，LNTモ デルが

実用 的 なそ の放 射線 防護 体系 にお いて 引き続 き科 学 的 に も説 得力 が あ

る要 素 であ る一 方 ， このモデル の根 拠 とな ってい る仮 説 を明確 に実証

す る生物 学的／ 疫学 的知 見 がす ぐには得 られそ うにない とい うこ とを
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強調 してお く。 （中略）低 線 量 にお け る健 康影 響 が不確 実 で あ るこ とか

ら，委 員会 は ，公 衆 の健 康 を計画 す る 目的には ，非常 に長期 間 にわた

り多数 の人 々 が受 けた ご く小 さい線 量 に関連す るか も しれ ないが ん又

は遺伝 性疾 患 につ いて仮想 的 な症 例数 を計 算す る こ とは適切 で はない

と判 断す る。」 （同号 証17ペ ー ジ （66））， 「LNTモ デル は生物学 的真

実 と して世 界 的 に受 け入れ られ てい るもので はな く，む しろ， われ わ

れ が極 く低線 量 の被 ば くに どの程 度 の リス クが伴 うのか を実際 に知 ら

な いた め，被 ば くに よる不 必要 な リス ク を避 け るこ とを 目的 とした公

共政策 のた めの慎 重 な判 断 であ る と考 え られ てい る。」 （同号証 附属書

B・154ペ ー ジ （A178））と して，LNTモ デル が科 学的 に証 明 され た

真 実 と して受 け入れ られ るの では ない との前提 の も とで放射 線 防護 体

系 が構築 され てい るもので ある。

（ウ）2007年 勧 告 で示 され た放射 線 防護 の概 念 的枠組み の考 え方 につ い

て （「行為」 と 「介入 」の分 類の変更）

1990年 勧告 か ら2007年 勧 告 ま での間 は，前記 （1）イ （ウ）の とお

り， 「行為 」 と 「介入 」に分類 して放射線 防護 体系 を構築 していたが， 「行

為 」 と 「介入 」 のい ずれ かに分類 しに くい被 ば く状況 も考 え られ る こと

等 か ら，2007年 勧告 では， 「計画被 ば く状況 」，「緊急 時被 ば く状況」，

「現存 被 ば く状 況」 の三つ の被 ば く状 況 に基づ く体 系に変 更 してい る と

ころ，そ の具体 的内容 は以 下の とお りで あ る （同号証xviiペ ー ジ （n），4

4，45ペ ー ジ （176））。

a計 画被 ば く状 況

線源 の計 画 的操 業 を伴 う日常的 状況。 被 ば くが 生 じる前 に放射 線 防

護 を前 もって計画 で き る状況 ，及 び被 ば くの大 き さ と波 を合理 的 に予

測 で きるよ うな状 況で ある （同号証 用語説 明G4ペ ー ジ，63ペ ー ジ （2

53））。
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／ b緊 急時被 ば く状況

計画 的状 況 にお ける操 業 中，又 は悪意 ある行 動 によ り発生す るか も

しれ ない，至急 の注意 を要す る予期 せぬ状況。

c現 存 被 ば く状況

自然バ ックグラ ウン ド放 射線 やICRP勧 告 の範 囲外 で実施 され て

い た過 去 の行為 の残 留物 な どを含 む，管理 に関す る決定 を しなけれ ば

な らない時点で既 に存在 す る被 ば く状況。

（エ）被 ば くの種類 の考 え方につ いて

2007年 勧告 は，1990年 勧告 に 引き続 き，職 業被 ば く，公 衆被

ば く及 び 医療被 ば くの三つ のカテ ゴ リー を採用 してい る （同号証45ペ ー

ジ （177））。

（オ）放射 線防護の原則

a2007年 勧告 にお い て も，1990年 勧 告 に 引き続 き，放 射線 防

護 の原則 と して， 「正 当化 の原則 」， 「防護 の最適化 の原則 」， 「線 量限度

の適 用 の原則 」 の三つ の原則 を挙 げ， 「正 当化 の原則 」， 「防護 の最適化

の原 則」 は，全て のカテ ゴ リー に適 用 され るもの， 「線 量限度 の適用 の

原則 」 は個 人の計画被 ば く状 況 に適用 され るもの と してい る （同号 証5

0ペ ー ジ （203））。

bま た，2007年 勧告 におい て も， 「個人線 量の レベル は，線 量拘束

値 又 は参考 レベル の どち らか として規 定 され る必要 が常 にある。 当初

の 目的 は， これ らの レベ ル を超 えない か若 しくはその レベ ル に留ま る

こと， そ して，大 きな望 み は，経 済的及 び社会 的要 因 を考慮 に入 れ，

すべ て の線 量 を合理 的 に達成 で き るか ぎ り低 い レベル に減 らす ことで

ある。」 （同号 証55ペ ー ジ （225））， 「委 員会 は，計 画被 ば く状況 （患者

の 医療 被 ば くを除 く）にお け る この線量 レベル に対 して， “線 量拘束値

” とい う用 語 を引 き続 き用 い る
。 緊急 時被 ば く状 況及 び現存被 ば く状

31



況 に対 しては，委 員会 は その線 量 レベル を記 述す るため に “参 考 レベ

ル ” とい う用語 を提案 す る。」 （同号 証55ペ ー ジ （226））と して199

0年 勧 告 と同様 に線 量 拘束 値 を用 い る こ と及 び 「緊急 時又 は現 存 の制

御 可能 な被 ば く状 況 におい て， それ を上回 る被 ば くの発 生 を許 す計 画

の策 定は不適切 で ある と判 断 され ， またそれ よ り下 では防護 の最適化

を履行 すべ き，線 量又 は リス クの レベル を表 す用語 」 （同号 証用語説 明

G5ペ ー ジ）と して参考 レベル とい う用語 を用 い る ことを述べ てい る。

そ の上 で，2007年 勧告 は， 「拘束値や 参考 レベル に選択 され た値

は，考 慮 され て い る被 ば く事情 に依 るで あろ う。線 量拘 束値 と リス ク

拘 束値 も参考 レベ ル も，“安全 ” と “危険” の境 界 を表 した り， あ るい

は個人 の健康 リス クに関連 した段 階的変 化 を反 映 す る もの ではな い こ

とを理解 しな けれ ばな らない。」（同号 証55ペ ー ジ （228））としてい る。

ウ2007年 勧告 で示 され た計画被 ば く状況 にお ける線量限度

（ア）2007年 勧 告 におい て も， 「計画被 ば く状況 にお ける職 業被 ば くに対

して，委員 会 は， “そ の限度 は定 め られ た5年 間の平均 で年 間20mSv

（5年 で100mSv） の実効線 量 と して表 され るべ きで あ り， かつ どの

1年 にお いて も実 効線 量 は50mSvを 超 え るべ きで ない” とい う追加

の規定 がつ くこ とを引き続 き勧告す る。」 （同号証59ペ ージ （244），60

ペー ジ表6） とされ てお り，1990年 勧 告 で示 され た職業被 ば くにお け

る個人線量 限度 の考 え方 が踏 襲 され てい る。

（イ） ま た， 「計画被 ば く状 況 にお ける公衆被 ば くに対 して は，限度 は実効線

量で年1mSvと して表 され るべ きで ある と委員会 は引 き続 き勧告す る。

しか し， あ る特別 な事情 におい て は，定 め られ た5年 間 にわた る平 均 が

年1mSvを 超 えない とい う条件 付 きで，年 間 の実効線 量 と して よ り高

い値 も許 容 され る。」 （同号 証60ペ ー ジ （245）及 び表6） とされてお り，

公 衆被 ば くにお け る個人 線量 限度 につ いて も1990年 勧 告 の考 え方 が

32



踏 襲 され てい る。

エ2007年 勧告 で示 された緊急時被 ば く状 況にお ける参考 レベ ル

2007年 勧告 では， 「緊急 時被 ば く状況 につ いて計画す る際，最適化 の

プ ロセス に参 考 レベル を適 用すべ きで ある。」 と した上で，緊急 時状況 にお

い て計画 され る最 大残存線 量＊11の参 考 レベル につ いて は，典型 的 には予測

線量＊12と して20ミ リシーベル トか ら100ミ リシーベ ル トのバ ン ドの中

にあ る（同号 証69ペ ー ジ （278），75ペ ー ジ表8「 緊急時被 ば く状況」欄）

との見解 が示 され てい る。

オ2007年 勧告で示 され た現存被 ば く状況 における線量 の参 考 レベル

2007年 勧 告 では ，現存被 ば く状 況 の参 考 レベル につ い ては， 予測線

量 を1ミ リシーベ ル トか ら20ミ リシーベ ル トのバ ン ドに通常 設定す べ き

で あ る旨の見解 が示 され てい る （同号証71ペ ー ジ （287），76ペ ー ジ表8

「現存被 ば く状況」欄）。

力 小 括

以 上 の とお り，2007年 勧 告 にお い て も，確 率 的影 響 を考慮 す る に当

た って は，LNTモ デ ル の仮 説 が放射線 被 ば くの リス ク管理 におい て最 も

良 い実用 的な アプ ロー チ であ る と しっ つ， そ の根 拠 とな ってい る仮 説 を明

確 に実証す る生物 学的／ 疫学 的知 見がす ぐに は得 られ そ うにな い こ とを強

調 してお り，LNTモ デル の仮説 が科 学的 に証 明 され た真 実 と して受 け入

れ られ る ものでない こ とが 明言 されてい る （丙B第52号 証。 以 下 「佐 々木

ほか連名 意見書」 とい う。）。

＊11防 護 戦略 が履行 され た場合 に結果 として生 じる線 量 （丙A第241号 証69ペ ー ジ （276））。

＊12緊 急 時被 ば く状況の結果 と して生 じるこ とが予測 され る総合的 な被 ば くの線 量 （丙A第241号

証69ペ ージ （276））。
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また，2007年 勧 告は，1990年 勧告 において防護 の概念 を 「行為 」，

「介入」 に分 けていた体系か ら， 「計 画被 ば く状況 」， 「緊急 時被 ば く状況」，

「残 存被 ば く状況 」 の三つ の被 ば く状況 に基 づ く体 系に変更 してい る とこ

ろ，1990年 勧 告 にお いて 「行為 」 と 「介 入 」 のいず れ に も適 用 され る

と してい た 「正 当化 の原則 」， 「防護 の最適 化 の原則 」 につ い ては，200

7年 勧 告 にお いて も，いず れ の被 ば く状況 にお い て も適 用 され るもの とし

てい る一方 ， 「線 量限度 の適 用の原 則 」 につ いて は，個人 の計画被 ば く状況

について のみ適用 され，1990年 勧 告 と同様 に 「介入」が必要 とな る 「緊

急時被 ば く状 況」， 「現 存被 ば く状況 」 に対 して は適 用 され ない もの と して

い る。

この よ うに，2007年 勧 告 は，新 たな知 見 を踏 ま えて1990年 勧告

を改訂 した もの で あるが，放射 線 防護 の考 え方 は基 本 的に1990年 勧告

の考 え方 を変 更 してお らず， これ を踏 襲 した体系 となってい る（丙A第24

1号 証55ペ ー ジ （226）及び表4，60ペ ー ジ （247））。

そ の 中で，2007年 勧告 は，公 衆被 ば くに対 す る線 量 限度年1ミ リシ

ーベル トにつ い て は，本件事 故 の発 生後 の よ うな緊急 時被 ば く状 況 におい

て は適 用 され ず ，緊急 時被 ば く状 況 にお け る参考 レベル は予測線 量20ミ

リシーベル トか ら100ミ リシーベル トまで の範 囲にあ るもの とし，また，

事故 によ る汚染 が残存 す る現存被 ば く状況 にお いて は，1ミ リシーベル ト

か ら20ミ リシーベル トまで のバ ン ドに通 常設 定すべ きで ある と してい る

ので ある。

（5）福島第一発電所事故 に対す るICRPの 見解 について

ICRPは ，2007年 勧 告 にて示 した かか る放射線 防護 の考 え方 にっい

て福 島第一発 電所 事故 を踏 ま えて変 更す るので はな く，福 島第一発 電所 事故

後 の状 況 にも適用 され る ことを明 らかに してい る。

す な わち， 同事 故後 の平成23年3月21日 にICRPは 同事 故 について
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コメ ン トし，当該 文書 におい て， 「委員会 は，緊急 時お よび現存被 ば く状況 （事

故 によ る汚染 で既 に放射線源 が存在 してい る状 況）の放射線 に対す る防護 が十

分保 障 され るため に，最適化 と参考 レベル を これ までの勧告 か ら変 更す る こ

とな しに用 い るこ とを勧告 します。」 とす る とともに， 「緊急 時 に公 衆 の防護

の た めに，委員 会 は， 国の機 関が ，最 も高い計 画 的な被 ば く線 量 と して20

～100ミ リシーベル ト（mSv） の範 囲で参考 レベル を設 定す る こと（ICR

P2007年 勧 告 ，表8） をそのま ま変更 す る ことな しに用 い る ことを勧 告 し

ます。」 としてい る （乙A第42号 証）。

2福 島第一発電所事故 当時 にお ける我が国の放射線防護体制

（1）放射線 防護 に関す る規 定

我 が 国の法令 にお いて も，ICRP勧 告 を踏 ま えて，放射 線 量 の限度等 が

定 め られ てい る。

例 えば，福 島第一 発電所 事故 当時，実 用発電 用原子 炉 の設置 ，運転 等 に 関

す る規則 にお いて は， 「管 理 区域 の周辺 の 区域 で あつ て ， 当該 区域 の外 側 の

い か な る場 所 にお い て もそ の場所 にお け る線 量 が経 済 産業 大 臣 の定 め る線

量 限度 を超 え るお それ の ない もの」を 「周 辺監視 区域 」と し（1条2項6号 ），

同 区域 につ いて は，原 子 炉設 置者 が 「人 の居 住 を禁 止す る こ と。」， 「境 界 に

さ く又 は標 識 を設 け る等 の方 法 に よつ て周 辺 監視 区域 に業務 上 立 ち入 る者

以 外 の者 の 立 ち入 りを制 限す る こ と。」 の措 置 を講 じなけれ ば な らない とさ

れ てい た （8条3号 ）。 前記 「経 済産 業大 臣の定 め る線量 限 度」 は ， 「実用発

電 用原 子 炉 の設 置 ，運 転等 に関す る規則 の規 定 に基づ く線 量 限度 等 を定 め

る告 示」 （平成13年 経 済 産業省 告示 第187号 ）3条1項1号 にお いて 「実

効 線 量 につ い て は一 年 間 （中略 ）につ き一 ミ リシー ベ ル ト」 と され て い た。

（2）1990年 勧告及 び放射線 審議会 の意 見 を踏 まえている こと

この規定 は，1990年 勧 告 にお ける公 衆被 ば くに対す る線 量 限度 にっい

ての勧告 につ き，放射 線審議 会 の意 見具 申 （丙A第247号 証 ）を踏 ま えた も
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のであ る。

す な わち， 関係行 政機 関の長 は，放 射線 障 害の 防止 に関す る技術 的基準 を

定 め よ うとす る ときは，放射 線審 議会 に諮 問 しな けれ ば な らない とされ てい

る ところ （放 射線 障 害防止 の技術 的基 準 に関す る法律6条 ），1990年 勧告

の国 内制 度へ の 取入れ に関す る放 射線 審議 会 の意 見具 申におい て は，公 衆被

ば くに対す る線量 限度 の 「取入 れ に当た っての基 本的考 え方 」 と して， 「公衆

の被 ば くに関す る限度 は ，実 効線 量 につ いて は年1mSv， （中略）これ を規

制 体系 の 中で担保 す る こ とが適 当で あ る。 このた めには，施 設周 辺 の線 量 ，

排気 ・排 水 の濃度 等 の うちか ら， 適切 な種類 の量 を規制 す るこ とに よ り， 当

該線 量限度 が担保 でき るよ うにすべ きで あ る。」 （同号 証12ペ ー ジ）とされ て

い る。

これ と同時 に，前記 意見具 申は， 「1990年 勧 告で は，職 業被 ば く及び 医

療被 ば く以外 のす べ て被 ば くは公 衆被 ば くと して包含 す るが，公 衆被 ば くに

対す る線量 限度 の適用範囲 は，行為 の結果受 け る線 量に限 るもの と してい る。

住居 内及 び屋外 の ラ ドン，既 に環境 中に存在す る 自然 また は人工 の放 射性 物

質 は，介入 によってのみ影響 を与 える ことのでき る状況 の例 で ある ことか ら，

これ らの線源 か らの線 量 は，公 衆被 ば くに関す る線 量限度 の範 囲 の外 （中略）

で あ ると して い る。」 （同号証15ペ ー ジ）と して1990年 勧 告 の基本 的考 え

方 を確 認 してい る。 そ して，福 島第一 発電所事故 時の よ うな 「放射線 緊急時」

にお け る公 衆 の防護 につ いて は， 「線 量 限度 は行為 の管理 に使 うこ とを意 図 し

た もので あ って，線 量限度 を介入 決 定 の根拠 と して使 うこ とは，得 られ る便

益 とは全 く釣 り合 わない よ うな方策 を含 むか も知 れず ，正 当化 の原則 に矛 盾

す る こ とにな るの で，介 入 の必要性 ， あ るい は，そ の規模 の決 定 に線 量限度

を適 用 しない こ とを勧告 して い る。」， 「現行法令 では ，公衆 の防護 のた めの介

入 レベル について は特 に定めて いない。」 （同号証21ペ ー ジ）と して1990

年 勧告 の基本 的考 え方及 び 国内法令 の現 状 を確認 し， これ らを踏 ま えて 「取
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入れ に当た っての基本 的考 え方 」 として， 「介入 レベ ル は法令 で規定す る性 格

の もので は な く，現行 通 り防 災指針 （引用者 注 ：「原 子力 施設 等 の防災対策 に

ついて」）で定 め るのが適 当で ある」 （同号証22ペ ー ジ）と してい る。

その ため， 緊急 時被 ば く状況 にお け る公 衆被 ば くの 防護 につい ては，福 島

第一発 電所 事故 当時の我 が国 では法令 上 の規定 は な く，原 子力 安全委 員会 が

策定 した 「原 子 力施設 等 の防 災対策 につ いて」 （防 災指針 ）におい て，屋 内退

避 の ための指標 として は10～50ミ リシーベ ル ト（外部被 ば くに よる実効線

量）また は100～500ミ リシーベ ル ト（内部 被 ば くに よる小 児 甲状 腺等価

線 量 の予測線 量 ），避 難 のた めの指標 として は50ミ リシーベル ト（外 部被 ば

くに よる実効 線 量）また は500ミ リシー ベル ト以 上 （内部被 ば くに よる小児

甲状腺等価線量）が規 定 されていた。

（3）法令 におけ る線量限度 は計画被 ば く状況に関す る基準 で あること

以上 の とお り，炉規法 等にお け る線 量 限度 （実効線 量 につ いて年 間1ミ リシ

ーベル ト）は，計画被 ば く状 況にお ける線量 限度 を定 めた もの である。

後記 第4の1及 び2の とお り，被告 国は，福 島第 一発電 所事 故後，年 間積

算 線量20ミ リシーベ ル トをもって ，避 難指 示 区域 等 を指 定 した り，解 除 し

た りす る基 準 と してい るが， この年 間20ミ リシーベル トとい う基準 は， 「わ

が国 にお いて は長期 にわた る防護 措置 のた めの指標 が なか った ため」，原 子力

安 全委員 会 が 「計 画 的避 難i区域 の設 定等 に係 る助言 にお いて，ICRPの2

007年 基本勧 告 にお いて 緊急 時被 ば く状況 に適 用す る こと とされて い る参

考 レベル のバ ン ド20～100mSv（ 急性若 しくは年 間）の下 限で ある20

rnSv／ 年 を適 用 す る こ とが適切 で ある と判 断」 （乙A第43号 証2ペ ー ジ）

した こ とを踏 ま えて決 定 され た基 準 であ るか ら， 両者 を単純 に比較 す る こ と

はできない。

す なわ ち，炉規 法及び 放射線 障 害防止 法等 の基準 は，計画被 ば く状 況 にお

け る事業者 に対 す る義務 を規 定す る基準 で あるの に対 して，年 間20ミ リシ
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一ベル トとい う基 準 は，緊急 時被 ば く状況 ，す なわ ち，急 を要す る防護 対策

と，長期的 な防護対策 の履行 を要求 され るか も しれない不測 の状況 において，

実 際 の実情 に合 わせ て柔 軟 にかつ 最適 な防護 対策 を展 開す るに当た り選 択 さ

れ た基 準であ り，両基準 は，性格 を全 く異 にす る ものであ る。

現 に，ICRPは2007年 勧告 において，緊 急時被 ば く状況 につ いて，「本

来 ，予測で きないので，必 要な防護方策 の本質 は前 もって正確 には分 か らず ，

実 際 の事情 に合 わせ て柔 軟 に展 開 しなけれ ばな らない。 この よ うな状況 の複

雑 さ と変 わ りや す さは ，そ の勧 告 にお いて委員 会 が特別 な扱 い をす るのに値

す るよ うな独 特 な性 格 を状況 に与 えてい る。」 （丙A第241号 証 （274））旨指

摘 してい る とお り，緊急被 ば く状況 にお ける基 準 と計画被 ば く状況 にお け る

基準 は比較 できる もので はない のであ る。

第4被 告 国によ る避難等の指示等 に基 づ く避難指示等対象 区域

1中 間 指針 を提示 した平成23年8月5日 の時 点で，被 告 国 によ る避難 等の 指

示等が あ った後記 （Dな い し（6）の対 象区域 （後記 （5）の地 点 も含 む。）は， 以下の

とお りで あった。

（1）避難 区域

避難 区域 とは，被告 国 が，原 災法 に基づ き，各地方 公共 団体 の長 に対 して

住民 の避 難 を指示 した 区域 で あ り，福 島第一 発電所 か ら半径20km圏 内，

福 島第 二発 電所 か ら半径10km圏 内の 区域 で あ る。 なお ，平成23年4月

21日 に，福 島第 二発電 所 の半径10km圏 内 か ら半径8km圏 内 に縮 小 し

たほか，同．月22日 に は，福 島第一発電所 の半径20km圏 内を 「警戒 区域」

と して も設 定 してい る。

（2）屋 内退避 区域

屋 内退避 区域 とは，被 告 国が，原 災 法 に基 づ き，各 地方公 共団体 の長 に対

し，住 民の屋 内退避 を指 示 した 区域 で あ り，福 島第一 発 電所 か ら半径20k
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mか ら30km圏 内の 区域 であ る。 なお，平成23年4月22日 ，後 記 （3）の

計 画的避難 区域及 び後記 （4）の緊急 時避難 準備 区域 の指 定に伴 い， この 区域指

定が解 除 されてい る。

（3）計画 的避難区域

計 画 的避 難 区域 とは ，被 告 国 が，原 災法 に基づ き，各 地方公 共 団体 の長 に

対 し，計 画的 な避 難 を指 示 した福 島第一発 電 所か ら半径20km以 遠 の周辺

地域 の うち，福 島第 一発 電所事 故発 生 か ら1年 内に積算線 量 が20ミ リシー

ベ ル トに達す るお それ の ある 区域 で あ り，お おむ ね1か 月程度 の間 に， 同区

域外 に計画的 に避 難す る ことが求 め られ る地域 であ る。

（4）緊急時避難準備 区域

緊急 時避 難準備 区域 とは，被告 国 が，原 災法 に基 づ き，各地方 公共 団体 の

長 に対 し，緊急 時の避難 又 は屋 内避難 が 可能 な準備 を指示 した区域 で あ り，

福 島第一発 電所 か ら半径20km以 上30km圏 内の 区域 か ら計画 的避難 区

域 を除 いた 区域 の うち， 常 に，緊急 時 に避 難 のた めの立退 き又 は屋 内へ の退

避 が可能 な準備 をす るこ とが求 め られ ，引き続 き自主避難 をす る こと，及 び，

特 に子供 ，妊婦 ，要介 護者 ，入 院患 者等 は 立 ち入 らない こ と等 が 求 め られ る

区域 であ る。

（5）特定避難勧奨地 点

特 定避難勧 奨地 点 とは ，被 告 国が ，住居 単位 で認 定 し， その住 民 に対 して

注意 喚起 ， 自主避難iの支援 ・促 進 を行 う地 点で あ り，計画 的避i難区域及 び警

戒 区域 以外 の場所 で あ って，地域 的 な広 が りが見 られ ない ，福 島第一発 電所

事故発 生 か ら1年 間 の積 算線 量 が20ミ リシーベ ル トを超 える と推 定 され る

空 間線量 率が続 いて い る地 点 で あ り，被告 国 が住居 単位 で設 定 した 上， そ こ

に居住す る住 民に対す る注意 喚起 ， 自主避 難 の支援 ，促 進 を行 うことを表 明

した地点 であ る。

（6）南 相馬市が住民に一時避難 を要請 した区域

39



南相馬 市 は，独 自の判 断 に よ り， 同市内 に居住 す る住民 に対 し，一時避 難

を要請 した が，地 方公 共 団体 が住 民 に一 時避難 を要請 した 区域 とは， この う

ち同市全域 か ら前記 （1）ない し（4）の区域 を除い た区域 を指す。

2そ の後の避難指示等対象 区域 の見直 し

緊急時避難 準備 区域 （前記1の （4））は，平成23年9月30日 を もって解 除 さ

れ た。

そ の後 ，避難 区域 （前記1の （1））及 び計画 的避難 区域 （同 （3））の見直 しが行 わ

れ ，平成25年8月 には， 両 区域 のすべ て の見直 しが完 了 し， 両 区域 は， 以下

の とお り，新た な3つ の対象 区域 となった。

なお，避難指 示 等対象 区域 の見直 しに併せ て，警戒 区域 は解 除 された。

また ，特定避 難勧奨 地点 （前記1の （5））は，平成26年12月28日 まで にす

べて解除 され た。

（1）帰還困難 区域

帰還 困難 区域 とは，長期 間， 具体 的に は事故後6年 間を経過 して もなお ，

年 間積 算線 量 が20ミ リシーベル トを下 回 らないお それ の ある，平成24年

3月 時点で年 間積算線 量が50ミ リシーベル ト超 の地域 であ り，将来 にわた っ

て居 住 を制 限す る こ とを原則 に， 区域 境界 にお い て，バ リケ ー ドな ど物理 的

な防護 措置 を実施 す るな どして，住 民 に対 して避 難 の徹底 を求 めてい る区域

であ る。

（2）居住制限区域

居住 制 限区域 とは， 平成24年3月 時点 の年 間積 算線 量 が20ミ リシーベ

ル トを超 え るおそ れが あ り，住 民 の被 ば く線 量 を低 減す る観 点 か ら引 き続 き

避難 を継続 す るこ とを求 め る地域 であ り，例外 的 に，住民の一時帰宅 （ただ し，

宿 泊 は禁止），通過 交通，公共 目的 の立入 り（イ ンフラ復 旧，防災 目的な ど）な

どを認 めてい る区域 であ る。

（3）避難指示解 除準備 区域 につ いて
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避i難指 示解 除準備 区域 とは，年 間積算線 量20ミ リシーベル ト以下 とな る

こ とが確 実で あ る こ とが確認 され た地域 で あ り， 当面 の間 は， 引き続 き避難

指示 を継 続す るが，主 要道路 にお ける通過 交通，住 民の一 時帰 宅 （た だ し，宿

泊 は禁止），公益 目的の立入 りな どを柔軟 に認 めてい る区域 であ る。

3居 住制限 区域 ，避難 指示解除準備 区域の解 除

前記2の 見直 しに 当た って，避難 指示 を解 除す る要件 を， 「① 空間線量率 で推

定 され た年 間積 算線 量 が20ミ リシー ベル ト以下 に な る こ とが確 実 で あ る こ

と」， 「②電気 ， ガス ，上 下水道 ，主要 交通網 ，通信 な ど 日常生活 に必須 なイ ン

フ ラや 医療 ・介 護 ・郵便 な どの生活 関連 サー ビスが概 ね復 旧す るこ と，子 ども

の生活環 境 を中心 とす る除染作 業 が十分 に進捗 す るこ と」， 「③ 県，市 町村 ，住

民 との十 分 な協議 」 とす る こ ととされ た。 これ を受 け，前記 の3つ の要件 を満

た した と して，平成28年6月12日 ，葛尾村 の居 住制 限 区域及 び避難 指示解

除 準備 区域， 同月14日 ，川 内村 の避難 指示解 除準備 区域， 同年7．月12日 ，

南相馬 市の居住制 限区域及 び避難 指示解 除準備 区域がそれ ぞれ解 除 され てい る。

この ほか，平成29年3月31日 をもって，飯 舘村及 び川 俣 町 の居 住制 限 区域

及 び避難 指示解 除準備 区域 ，同年4月1日 ， 富岡 町の居 住制 限 区域 及 び避 難指

示解 除準備 区域 ， 平成31年4月10日 ，大 熊 町 の一 部 の居 住 制 限 区域 及 び

避i難指 示 解 除 準備 区域 ，令 和2年3． 月4日 ， 同．月5日 及 び 同月10目 に双葉

町 の避 難 指示 解 除 準備 区域 並 び に双 葉 町 ， 大熊 町及 び 富 岡 町 の帰 還 困難 区域

の一部 がそれ ぞれ解除 され てい る。

4被 告 国が定めた避難指示 区域等 の設定基準 に合理性が あ ること

前 記1及 び2で み た よ うに，被 告 国 は，福 島第一発 電所 事故 後 ，年 間積 算線

量20ミ リシー ベル トを もって，避難 指示 区域等 を指 定 した り，解 除 した りす

る基 準 として い るが， これ は ，ICRP2007年 勧 告 の緊急 時被 ば く状況 の

参 考 レベル で あ る20～100ミ リシーベル トの下 限値 を適 用す る ことが適切

との原子 力安 全委員会 の判 断 （第3の1（5） で述 べ た とお り，ICRPは ，20
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07年 勧告 に示 した かか る考 え方 を同事 故後 の状況 に も適用 され る ことを平成

23年3H21日 に コメン トして い る。 ）を踏 ま えて決 定 した基 準で あ って （第

3の2（3） 参照），合理1生を有す る。

この点 ，佐 々木 ほか連名意 見書 （丙B第52号 証）も， 「ICRPは ，緊急時被

ば く状 況 にお け る参 考 レベ ル を状 況 に応 じて年 間20－100ミ リシーベ ル ト

枠 か ら選 定 して最適 化 を行 うこ とを勧 告 して い る。 日本政 府 はそ の枠 の最 低値

を避難 ／帰 還基 準値 に選 ん だ。 最適化 の理論 は状況 に応 じて適 宜参 考 レベ ル を

下 げ なが ら， 平常状 態へ の復帰 を 目指す もので あ る。 日本 では，年 間20ミ リ

シーベル トの低 線 量被 ば くとそ の健 康影 響や ，20ミ リシーベ ル トを避 難指 示

の基準 とす る こ との合 理性等 につ いて ，平成23年11． 月か ら同年12Aに か

けて行 われ た低線 量被 ば くの リス ク管理 に関す るワー キ ン ググル ー プ にお いて

専門家 を交 えて議論 され た。 その結果 ，『国際的 な合意 に基づ く科学 的知 見 に よ

れ ば，放射線 に よる発 が ん リス クの増加 は，100ミ リシーベル ト以下 の低線

量被 ば くで は，他 の要 因に よる発 がんの影響 に よって隠れ て しま うほ ど小 さく，

放射線 に よる発 が んの リス クの明 らか な増加 を証 明す る こ とは難 しい。』『現在

の避難指示 の基 準で ある年間20ミ リシーベ ル トの被 ば くに よる健康 リス クは，

他 の発 がん要 因 に よる リス ク と比べ て も十分 に低 い水準 で あ る。』 『年 間20ミ

リシーベ ル トとい う数値 は，今 後 よ り一層 の線 量低 減 を 目指 す に 当たって のス

ター トライ ン として は適切 である。』 とす る見解 が報告書 にま とめ られてい る。」

（同号証20，21ペ ージ）としてお り，被告 国が年間20ミ リシーベル トをもっ

て避難 指示 ・避難 指示 解 除の基準 として い る ことが合理 的 で あ る ことを裏付 け

てい る。 また ，福 島第一発 電所事 故 当時 ，福 島県南相馬 市 の 旧緊急 時避 難 準備

区域 に居住 し， 同事 故 に よ り，平成23年3月11日 に避難 し， 同年8月 上旬

に帰 還 した原告 が ，被告東 電 に対 して，慰 謝料1183万6000円 の支 払 を

求 めた事案 におい て，原告 が 同事故 に よって被 った精神 的損害 につ いて の慰 謝

料額 は， 中間指 針等 を踏 ま えた精 神 的損害 の賠償 額 で あ る184万 円 （既払 い）
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を超 え る とは認 め られ な い として， その請求 を棄 却 した東京 地裁 平成27年6

月29日 判 決 は， 「科学 的知 見等 に照 らせ ば，年 間20ミ リシーベル トの被 ば く

です ら， それ が健 康 に被害 を与 える こ とを直 ちに認 め得 るもので はな く，年 間

1ミ リシーベル トの追加被 ば くが健康 に影響 を及 ぼす と認 める ことはできない」

（乙C第56号 証 の1・39ペ ー ジ）と判示 して お り， これ も年 間20ミ リシー

ベル トを避難等 の基準 としてい る ことの合理性 を裏付 ける ものであ る。

第5中 間指針等 で示 された精神的損害 の内容

被 告 国は ，前記 第4で 行 った 区域設 定 を前提 に，原賠 法 に基づ き被告 東電 が

賠償 を行 うに 当た り原 子力損 害の範 囲に関す る考 え方 を示 した中間指針 （乙C第

2号 証 ）及び 中間指針第 二次追補 （乙C第4号 証）におい て，避 難指示等対象 区域

内 （前記第4の1の （6）を除 く。）の者 につ いて， 自動 車損害賠償 責任 保 険にお け

る慰 謝料 や 民事 交通事 故訴 訟損 害賠償 額算 定基 準 に よる期 間経過 に伴 う慰謝 料

の変動 状況 を参 考 に した上，大 きな精神 的苦痛 を被 った こ とな ども考慮 し，損

害額 の基準 を示 した。 す な わち，福 島第一発 電所 事故 か ら6か 月間 （第1期 ）は

一人月額10万 円（避i難所 等 におい て避難生活 を した期間 は一人月額12万 円），

そ の後 の避難 指 示 区域見 直 しの時点 まで （第2期 ）は一人 月額5万 円， その後 の

終期 ま で （第3期 ）は避難 指示解 除準備 区域，居 住制 限区域 に設 定 され た地域 は

一人 月額10万 円，帰還 困難 区域 に設 定 され た地域 につ い て は一人600万 円

を 目安 と した。

ま た，前記 の損 害算 定期 間の終 期 につい て， 中間指針 等 で は，① 避難 指示 区

域 につ いて は ，解 除等 か ら1年 間 を当面の 目安 とす る，② 平成23年9月 に区

域 指 定が解 除 された緊 急時避 難 準備 区域 につ い ては ，支払 終期 は平成24年8

月末 まで を 目安 とす る，③ 特定避 難勧 奨地 点 につ い ては ，避 難指 示等 の解 除後

3か 月間 を 当面 の 目安 とす る とされ てお り，相 当期 間経過後 に 「特段 の事情 が

あ る場 合」 につ い ては，個 別具 体的 な事 情 に応 じて柔 軟 に判 断す る ことが適 当
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であ るとされていた。

加 えて ，被 告 国は ， 中間指針 第 四次追補 にお いて ，長年 住み慣 れ た住居 及び

地 域 が見通 しのつ か ない長 期 間 にわた って帰還 不能 とな り， そ こでの生活 の 断

念 を余儀 な くされ た精神 的苦痛等 に よる損害 に対す る賠償金額 の基準 を示 した。

す なわ ち，① 帰還 困難 区域 又 は大 熊町若 しくは双葉 町 の居住制 限区域 若 しくは

避 難 指示解 除 準備 区域 につ いて は， 中間指針 第 二次 追補 で示 した一 人600万

円に1000万 円を加算 し，600万 円 を月額 に換 算 した場合 の将 来分 （平成2

6年3月 以 降）の合計額 （ただ し，通 常の範 囲の生活費 の増加 費用 を除 く。）を控

除 した金 額 ，それ 以外 の地域 につ い ては， 引 き続 き一 人月額10万 円 を 目安 と

した。

また，被 告 国は，避難 指 示等 対象 区域以 外 の，放射 線量 が20ミ リシー ベル

トを下回 る区域 にお い て も，福 島第 一発電 所 か らの距離 ，避難 指示等 対象 区域

との近 接性 ，被 告 国や 地方 公共 団 体か ら発 表 され た放 射線 量 に関す る情報 ，居

住す る市 町村 の 自主 的避難 の状況 等 の要 素 を総 合 的 に勘 案 し，一般 人 が放 射線

被 ば くへ の恐怖 や不 安 を抱 くこ ともあ ると考 え られ る こ とを踏 ま え，損 害賠償

の対象 とす るこ とと し，そ の金額 の基準 を示 した。 す な わち， 自主的避 難等 対

象 区域 の者 につ いて も， 中間指針 第一次 追補 にお い て，具 体的損 害額 を，身 体

的損害 を伴 わ ない裁 判 例等 を参 考 に しつつ ，子供及 び 妊婦 の場合 の 同伴 者や 保

護者 分 も含 め た生活費 の増加 費 用等 を一定程 度勘 案 し， 自主的避 難等 対象者 の

福 島第一発 電所事故発 生 当初 の時期 の損害 と して一人8万 円を 目安 とした （ただ

し， 子 ども及 び妊 婦 につ いて は，福 島第一発 電所 事故 発 生か ら平成23年12

月末 までの損害 として一 人40万 円を 目安 とした。）。

第6健 康影響の リスクが他の要因による影響に隠れて しまうほど小さいと考えられ

るような低線量被ば くに対する不安感についての賠償の考え方

1慰 謝料の支払が必要な程度の精神的苦痛についての考 え方
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国賠法1条1項 は， 「違法 」 に他 人 に損害 を加 えた こ とを要件 としてい る とこ

ろ，公 権力 の行使 は本 質 的に権利侵 害 を伴 うものが多 い ことか ら， 国賠 法1条

1項 にお け る違法性 と， 民法709条 の適 用上 考慮 され る違 法性 とを全 て同列

に論 じるこ とはで きない。 しか し， 国賠 法1条1項 にお け る違法性 を判 断す る

に 当た って も，被侵 害利 益 の種類 ・性 質，損 害 の重大性 は重 要 であ って，一 般

不 法行為 にお い て，受 忍 限度 論 が妥 当す る よ うな軽微 な損害 につ い ては， 国賠

法 におい て も責任が認 め られ るべ きでない のは当然 の こ とで ある。本件 は， 「公

権力 の行 使」 に必然 的 に伴 うよ うな内在 的 な権利侵 害 が 「損 害」 として問題 と

なってい るわ けで はないが， 「公 権力 の行使」 の前後 で何 らか の事実 状態 の差が

生 じ，一 般人 を基 準 と して 「不利益 」 と評価 され る もの であ る と して も， これ

が直 ちに賠償 の対象 となる 「損害」 と評価 され る ものではない。

2健 康影 響の リス クが他 の要 因 に よる影 響 に隠れ て しま うほ ど小 さい と考 え ら

れ る事 象に対す る単 な る不安感 は，直ちに賠償 の対象 とすべ きではない こと

そ こで，健康 影響 の リス クが他 の要 因に よる影響 に隠 れ て しま うほ ど小 さい

と考 え られ る事 象 に対す る不安 感 につ いて検討 す る と， 一般 に， 生命 ・身体 へ

向け られ た加 害行為 に よる精神 的 苦痛 は，傷病 等 の身体 的被 害の結 果 が大 き く

な るにつれ て増 大す る と考 え られ る ところ， 前記 の よ うな不安感 に よって生 じ

る精 神 的苦痛 は， 肉体的 な痛み を伴 わ ない ことは も とよ り，健康 影 響へ の リス

クが， 日常生活 上 の他 の要因 に よ る リス ク と同程度 ない しそれ よ り小 さい と考

え られ る ことか ら，その苦痛 の程度 も軽微 な もの とい うこ とがで きる。

特 に，現代社 会 におい て は， 情報 化社 会 の名 の 下，様 々 な情報 が溢 れ てい る

が，健 康 に関連 す る情 報 につ いて も同様 で あって，根 拠 が薄弱 ない し不 明確 な

情報 も少 な くない。 そ うす る と，不安感 が科学 的，合 理 的根 拠 に欠 け る もので

あれ ば， 実際 に感 じる不安感 が いか に大 きい もので あ った と して も，それ は，

単 な る主観 的 な不 安 に とどま るので あ って，直 ち に損 害賠償 の対象 とな る もの

では ない。
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そ もそ も，誰 もが放射線 を被 ば く しなが ら 日常生 活 を送 ってい る に もかか わ

らず ， この よ うな被 ば くや その リス クをそれ ぞれ意 識 しな が ら毎 日を送 って い

るわ けでは ない。 これ は，裏 を返せ ば ， 日常 生活 上 も受 ける よ うな被 ば くにつ

いて は，金銭賠 償 を伴 うよ うな場 面 とはい え ない とい うこ とを意 味す る。 さ ら

に，地域 差 はあ るが ， 自然 の 中で も一 定 の放 射線 は存在 し，比較 的高線 量 の地

域 も存す るが （乙C第2号 証62な い し64ペ ー ジ）， その よ うな地域 か ら避 難

す る とか， 立 ち入 らない よ うに意 識 しな が ら生活 す る とい うこ とは行 われ てい

ない。

放射 線被 ば く と同様 に発 が んな どの リス クが問題 とされ てい る化 学物質 につ

い てみ る と，放 射線 と同様 ， 自然界 に も一定 の化学 物質 は存在 す る上 ，排 気排

ガ ス，食 品や化 粧 品の添加 物等 ，身 近 に化 学 物質 が溢 れ ， 自家 用車 に乗 るこ と

に よって排 気 ガ ス を産 生す る等 ，個 人 が多 かれ少 な かれ 化学物 質 の産生 に寄 与

してい る現代社 会 にお いて ，健 康被 害や これ に対 す る有意 な リス クを伴 わ ない

限 り，あ る者 が何 らかの不安 を抱 くこ とはあ って も， これ が賠 償 の対象 にな る

とは考 え られ てい ない。

以 上 に よれ ば，低線 量被 ば くの健康影 響 の リス クは，他 の要 因 に よる影響 に

隠れ て しま うほ ど小 さい と考 え られ る事象 に対 す る不安感 が生 じた と して も，

それ は科 学的根 拠 を欠 く極 めて主観 的 な もの とい うべ きで あ り，直 ちに賠償 の

対象 とされ るべ き よ うな もので はない とい うべ きで ある。

3裁 判例 にお いて も，単 な る漠 然 と した 不安 感 は直 ちに賠償 の対象 とは され て

いない こと

（1）裁 判例 は客 観 的根 拠 な い し科 学 的根 拠 を伴 わ ない主観 的利益 に ついて損害

賠償責任 を認 める ことに消極 的で ある こと

ア 「平穏 生 活権 」 と して主観 的利 益侵害 が 問題 とされ る よ うに な った こと

人権意 識 の高 揚 に伴 い ，従 来不 法行 為法 上保護 され て きた人格 的利 益 と

は異な る利 益 の侵害 につ いて も，裁判 で争 われ るよ うにな り，その 中で，「平
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穏 生活権」と して，様 々な主観 的利益 の侵 害が 問題 となった。「平穏生活権」

の 内容 は多岐 に わた るが，公害 ，生 活妨 害 の分 野 につい てみ る と，廃 棄物

処分 場 の設 置や 操業 の差止 めが求 め られ た事案 にお いて ，一般 通常人 の感

覚 に照 ら して飲 用 ・生活用 に供 す るの を適 当 とす る水 を確保 す る利益 が あ

る と して ， これ らの権 利 が将来侵 害 され るべ き事態 に置 かれ た者 に差 止請

求権 が生 じるな ど とした裁判例 が現れ た （仙台地裁 平成4年2月28日 判決

・判例 時報1429号109ペ ー ジ，熊本 地裁 平成7年10月31日 決定

・判 例時報1569号101ペ ー ジ等）。

イ 裁判例 は，生命 ・身体 に対す る危 険に つい て侵 害 を認 め るには，少 な く

とも，危険の現実 化す る客観 的な蓋然性 を求 めている こと

しか しなが ら，一般 通 常人 の感 覚 を理 由 に差止 請 求 を認 め る前記 の よ う

な考 え方 は，一般 化せ ず， か えっ て，水 戸 地方裁 判所 土浦 支部 平成5年6

月15日 判 決 （判例時報1467号3ペ ー ジ）は，研 究施 設 の近 隣住 民 らが，

遺 伝子組 換えDNA実 験 に よ り，そ の生命 ，身体 に 回復 しが たい重 大 な被

害 を受 け る危 険性 が あ り， その た め，現在 ，平穏 で安 全 な生活 を営む権利

や 生命 ，身 体 に対 す る安全性 の意識 が侵 害 され てい るな どと して，不法行

為 及 び人格権侵 害 に基 づ き， 当該研 究施 設 にお け る，遺 伝子組 換えDNA

実 験等 の差止 めを請 求 す る と ともに， 不法行 為 に基 づ く損 害賠 償請 求 を し

た事案 にお いて ，平穏 生活権 又 は人 格権 の侵 害 は， それ が 客観 的 に違 法 と

い える程 度 に重大 で，社 会生活 上 ，通 常人 が一般 に受忍 すべ き限度 を超 え

た もので あ るこ とを要 し， その前提 で あ る生命 ， 身体 の侵 害 は既 に発 生 し

てい るか， いま だ発 生 して いな けれ ば， これ が発 生す る こ との客観 的 な蓋

然性 がな けれ ば な らな い と した上 で， この よ うな蓋 然性 が認 め られ ない以

上 ，住 民 らの主張す る ところは，被 害発 生 の抽 象 的な可能 性 で あ り， これ

か ら住 民 らの意識 を媒 介 に して主観 的 な不 安感 が生 じ，平穏 で安全 な生活

を 営む権利 が侵 害 され て い る と主張 して い る もので あ って，更 に利 益衡 量
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をす るま で もな く，一般 に受 忍す べ き限度 を超 えた平穏 生活 権 あ るい は人

格権 の侵 害 とはい えない として ，差止請 求 を棄却 し，住 民 らの生命 ，身 体

に対す る安全性 の意 識 の侵 害 につ い てみて も，住 民 らの主観 的感情 が害 さ

れ た とい う以 上 に法 律上保 護 に値 す る利 益 が侵 害 され た とは認 め られ ない

と して ，損害賠 償請 求 も棄 却 した。 また，東京 地方 裁判 所平成9年4月2

3日 判決 （判例 時報1651号39ペ ー ジ）は，厚 生大 臣の食 品 の成 分規格

の規 定及 び食 品添加 物 の指 定 に よ り残留農 薬 基準 が緩や か に なった結果 ，

身体 の安全 ・健康 へ の不安 に脅 か され る ことな く平穏 に生活す る権利 （健康

権）が侵 害 され た と して，国家 賠償 請求 を した事 案 にお いて ， 「人 の生命 ，

身体 及 び健 康 が法 的に保護 され るべ き利益 であ る こ とはい うま で もな く，

（引用者 略），そ の よ うな人格 的 な利 益 は， これ を健 康権 とい う独立 の権利

とと らえ るこ とはで きない と して も，不 法行為 法 上 も保護 され るべ き法 的

利 益 で あ るこ とは異論 のない ところ とい え よ う。」 と した上 で， 「恐怖感 と

か不 安感 な る もの は，個人 の 内心 の感 情 で あ り， その発 生，程 度等 は人 に

よ り千差 万別 で あ るか ら，単 に い他 人 の行 為 に よって不安 等 を感 じたか ら

とい うだ けで， これ を全 て不 法行為 法上賠 償 の対象 とな る損 害 とす るこ と

が 妥 当でな い こ とはい うまで もな く， したが って ，原 告 らの主張す る不安

等 が， （引用者 略）単 な る主観 的 な危 惧や 懸念 に とどま らず ，近 い将来 ，現

実 に生命 ，身体 及び健 康 が害 され る蓋 然性 が 高 く，そ の危 険 が客観 的に予

測 され る こ とに よ り，健康 等 に対す る不安 に脅 か され る とい う場合 には，

そ の不安 等 の気 持 ちは， もはや 社会通 念 上甘受 すべ き限度 を超 える もの と

い うべ きで あ り，人 の内心 の静穏 な感 情 を害 され ない利 益 を侵 害 され た も

の と して，損害賠償 の対象 とな る と解す るの が相 当で ある。」 と判示 し，不

安感 等 を理 由 と した損 害賠償 を認 め るた めに は，危 険の現 実化す る客観 的

な蓋 然性 が必要 で あって，漠 然 と した恐怖感 や不 安感 とい う程度 で は足 り

ない としてお り， これ も前記 水戸 地裁 土浦支 部 の判 示 と軌 を一 にす るもの
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で あ る。 その後 ，他 の裁 判例 におい て も， これ ら と同様 の判 断 がな され て

い る （東 京 地裁 平成13年3月27日 判決 ・判例 時報1767号51ペ ー

ジ， その控 訴審 で ある東京 高裁 平 成15年9． 月29日 判 決 ・訟 務 月報51

巻5号1154ペ ー ジ参 照）。

この よ うに，裁 判例 は，生命 ・身体 に対す る危 険 につい て侵 害 を認 め る

上 で ，少 な くとも，危 険の現 実化 す る客観 的 な蓋 然性 を求 め る傾 向 にあ る

とい える。

ウ 最 高裁 も，人格権 や法 的保護 に値 す る利益 につ い て客 観性 を求 めて いる

こと

事案 は異 な るが，最 高裁判 所 は，葬儀i場の様子 が居 宅か ら見 え るこ とに

よっ て，近 隣住 民が強 いス トレス を感 じて い る と して も， これ は専 ら近 隣

住 民 の主観 的 な不快感 に とどま り，社 会 生活 上受 忍すべ き限度 を超 えて近

隣住 民 の平穏 に 日常生活 を送 る とい う利 益 を侵 害 してい る とい うこ とはで

きな い と して，葬儀 場 の営業 を行 う業者 につ い て， 目隠 しを設 置す る義務

や不 法行 為 責任 を否定 してい る （最 高裁 平成22年6月29日 第 三小法廷判

決 ・集 民234号159ペ ー ジ）。 また，最 高裁 判所 平成18年3． 月30日

第一小法 廷判 決 （民集60巻3号948ペ ー ジ。 いわゆ る国立景観 訴訟）は，

従来 主観 的利 益 とされ て きた景観 利益 の侵 害 に関 し，都 市 の景観 が ，一定

の場 合 に は客観 的価値 を有す る とした上 で， かか る良好 な景観 が有す る客

観 的 な価値 の侵 害 に密 接 な利 害 関係 を有す る者 が 当該 良好 な景観 の恵 沢 を

享受す る利益 は，法律上保護 に値す るもの と した （もっ とも，最 高裁 は， こ

の よ うな景観利 益 の内容 は私法 上 の権 利 とい い得 る よ うな明確 な実体 を有

す るもの とは認 め られ ず ，景観利 益 を超 えて 「景観権 」 とい う権利 性 を有

す る もの を認 め るこ とはで きず ， あ る行為 が景観利 益 に対 す る違 法 な侵 害

に 当た る とい え るた め には，少 な くとも，そ の侵 害行 為 が刑 罰法規 や行 政

法規 の規制 に違 反す る もので あった り，公 序 良俗違 反や 権利 の濫 用 に該 当
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す る もの であ るな ど，侵 害行 為 の態様や 程度 の面 にお いて社 会的 に容認 さ

れ た行為 として の相 当性 を欠 くことが求 め られ ， 当該事 案 におい て は，景

観 利 益 を違法 に侵 害す る行 為 は認 め られ ない とした。 ）が ， ここで も，都市

の景観 が，飽 くまで， 良好 な風景 と して，人 々 の歴 史 的又 は文化 的環境 を

形作 り，豊 かな生活 環境 を構成 す る場合 に は客観 的価値 を有す る こ とが法

律 上保 護 に値す る利 益 と判 断す る根拠 とな って い るもので あって ，景観 に

つ いて単 に主観 的 な価 値 を有す るにす ぎな い場 合 につ いて まで保 護 の対象

としてい るものではない。

この よ うに，最 高裁 は，単 な る主観 的 な利 益 に と どま る ものは損 害賠償

責任 の対象 とな らない こ とを前提 としている とみ るこ とができ る。

工 小括

以 上 に よれ ば，最 高裁判 例や裁 判例 は，客観 的根拠 を伴 わ ない主観 的利

益侵 害 を認 め る こ とに消極 的 であ って，人格 権や ， 法的保護 に値 す る利 益

へ の侵 害 を認 め るに当た って客観 性 を求 めてお り，健 康 リス クに対す る侵

害 を認 めるに 当た っては， 抽象 的 な危 険 では足 りず ，具体 的 な危 険， すな

わ ち，客観 的 ない し科 学的根 拠 に よ り被 害 の生 じる蓋 然性 を求 めて い る と

い うことがで きる。

（2）原賠法 に基 づ く賠償 に関す る他 の裁 判例

原賠 法 に基づ く賠償 に関す る裁判例 と して， 前記東 京 地裁 平成27年6月

29日 判決 （乙C第56号 証 の1） ， その控訴審 であ る東京 高裁 平成28年3

E9日 判 決 （乙C第56号 証 の2） ，東京地裁 平成25年10月25日 判決 （丙

A第248号 証 の1） ，その控 訴審で ある東京高裁平成26年5月7日 判決 （同

号証 の2。 確 定 ・同号証 の3） ，東京 地裁 平成27年3月31日 判 決 （乙C第

55号 証 の1） ，そ の控訴 審 であ る東京 高裁平 成28年1月13日 判 決 （同号

証 の2。 確 定 ・同号証 の3） は，東京 地裁 平成31年3月27日 判 決 （乙C第

60号 証）は，いずれ も，被告 国の前記 主張に沿 う説示 を している。
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この点 ，前記東京高裁 平成26年5月7日 判決 （丙A第248号 証 の2） は，

東京 都 内 の住 民 が，福 島第一 発電所 事故 に よ り， 自主 的避 難 等 の費用負 担 を

余儀 な く され た ほか，人 格権侵 害 や精神 的損 害 を受 けた と主張 して，原 賠法

3条1項 及 び不法行 為 に基づ き，避 難 に伴 う費 用や 慰謝 料等 の請 求 を した事

案 にお いて ，請求 をいず れ も棄却 した原 判決 の結論 を維持 した ところ，控訴

人 （一審 原告）の被 ば くの程度 は， 自然被 ば くをわずか に上 回 る程度 で あ る と

認 め られ ，社会 的 に受忍 で きない 限度 に健 康上 の リス ク を侵 害 され た とはい

えない な どと した上 で， そ の よ うな状況 にあ る者 が，通 常 ，被 ば くを回避 す

るた めに避灘 した り，マ ス クを購 入 す る とまでは認 め られ ず ，避 難 やマ ス ク

を購 入す る等 して財産 的損 害 を被 った と して も，事故 か ら通 常生ず べ き損 害

とは認 め られ ない と判 示 した。 これ は ，財 産的損 害 に 関す る因果 関係 に対す

る判 断であ るが，事故後 の行動 の合理性 を判 断す る上で参考 とな る。

これ らの判決 は ，客観 的根拠 な い し科 学的根 拠 を伴 わない主観 的利 益 にっ

い て損 害賠償 責任 を認 め るこ とに消極 的 な，最 高裁判 例 をは じめ とす る裁 判

例 の傾 向に も沿 うとい うことがで きる。

第7自 主 的避難 等対象区域の居住者 に対す る賠償 の考 え方 につ いて

1自 主的避難等対象 区域 について

自主 的避i難等 対象 区域 は， 平成23年12月6日 ， 中間指針 第一 次追 補 にお

い て，賠償 の指針 を示す た めに設 定 され た。 これ は福 島県 内の一定 の地域 で あ

り，平成23年3月 か ら同年4月 にか けて，住 民 の安全 を確 保 すべ く，避 難 の

た めに設 定 され た，避難指示 等対象 区域 とは性質 を異 にす る。

自主 的避i難等 対象 区域 は，福 島第一 発電 所か らの距離 が，30kmか ら約1

00kmの 広範 囲 にわた る地域 で あ るが ，下図 の よ うに同一行政 区画 内 は福 島

第 一発 電所 か らの距離 を問わず に画一 的 に指定 され たた め， 同発 電所 を中心 と

した 同心 円状 とは なってお らず ，福 島第一発 電所 か ら外 延 まで の距離 は，場 所
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に よ り相 当 な差 が あ る な ど， 同 一 行 政 区画 内 で の 住 民 の 被 ば く量 も均 一 で は な

い 。 自主 的 避 難 等 対 象 区域 に お け る放 射 線 測 定 結 果 は様 々 で あ り， 例 え ば ，福

島 第 一 発 電 所 か らの 距 離 が ， 西 南 西 約39kmの 小 野 町 役 場 にお け る 平 成23

年 の放 射 能 測 定 結 果 をみ る と，3月31日0．19，4月30日0．15，5

．月31日0．12，6． 月30日0．13，7． 月31日0．11，8． 月31日0．

1，9． 月30日0．1，10月31日0．1，11． 月30日0．1，12月3

1日0．1，1月31日0．09，2月16日0．09， 平 均0．115（pGy／

h≒pSv／h） で あ り （原 賠 審24回 配 付 資 料 ・各 市 町 村 の 環 境 放 射 能 測 定 結 果 の推

移 参 照 ），1年 間 の積 算 線 量 にi換算 す る と， 相 当程 度 あ る 自然 放 射 線 量 を含 め て

も，約1ミ リシー ベ ル ト程 度 と極 め て低 い （0．115×24×365≒1007、4μSv＝1．007m

Sv。 な お ， 人 が一 日中 屋 外 で 生 活 す る こ とは 考 え られ な い こ とを踏 ま え る と，

実 効 線 量 は よ り低 い数 値 とな る もの と考 え られ る。 ）。 一方 ， 福 島第 一発 電 所 か

らの 距 離 が ， 北 西 約62kmの 福 島 市 役 所 に お け る平 成23年 の放 射 能 測 定 結

果 を み る と，3月31日2．61，4月30日1．49，5月31日1．36，

6ノ月30日1．05，7． 月31日1．08，8月31日0．99，9． 月30日

0．93，10． 月31日1．18，11． 月30日1．16，12． 月31日1．

12，1月31日1．06，2月16日1．08， 平 均約1．26（pGy／h≒pSv

／h）で あ り，1年 間 の積 算 線 量 に換 算 す る と， 相 当程 度 あ る 自然 放 射 線 量 を含 め

て も，約11．3ミ リシー ベ ル ト程 度 で あ る （1．26×24×365≒11037．6pSv＝11．03

7mSv） 。 （以 上 につ き， 原 賠 審 第24回 の 配 付 資 料 ・各 市 町村 の 環 境 放 射 能 測 定

結 果 の推 移 参 照。 ）
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中間指針 第一 次追補 では， この よ うな 自主的避 難等 対象 区域 の住 民 に対 し，

避 難指 示等 対象 区域 に比 べ る と低額 で はあ る もの の，一 定 の賠 償 をす る こ とが

示 された。

い わ ゆる低線 量被 ば くに 関 し， 「現時 点での国際 的な コンセ ンサ スは，100

ミリシーベ ル ト以下 の低線 量域 にお いて は疫学 デー タの不確 か さが大 き く，放

射線 に よる リス クが あ る と して も，放 射線 以外 の リス クの影 響 に紛 れて しま う

ほ ど小 さいた め，統計 的 に有意 な発 がん又 はが ん死 亡 リス クの増 加 を認 め る こ

とが で きない， とい うもの であ」 （丙B第52号 証6ペ ー ジ）り，いわ ゆるLN

Tモ デ ル も科 学 的根拠 に よ り実証 され た もの と認 め られ てい るわ けでは ない と

ころ （同ペ ー ジ）， 自主的避難 等対 象 区域 は，1年 間 の積 算線 量 が20ミ リシー

ベル トに達す るお それ が ないの で あ るか ら， 当該 区域 の住 民 につい て，福 島第

一発 電所 事故 前以 上 の放 射線 に被 ば く した と して も
， この よ うな低線 量被 ば く

の健 康影 響 は，他 の要 因 に よる影 響 に隠れ て しま うほ ど小 さい と考 え られ る。

2自 主 的避難 等対 象 区域 の住 民の 感 じる不 安は ，慰 謝料 の発 生 を直 ちに認 め る

程度 の精 神的苦痛では ない こと

自主 的避難 等対 象 区域 の住 民 につ いて，福 島第一 発電 所事 故前 以上 の放 射線

に被 ば くした として も， この よ うな低線 量被 ば くに よ る健康影 響 は，他 の要 因

に よる影 響 に隠れ て しま うほ ど小 さい こ とか らす る と， 同事 故 に よ り自主的避

難等 対象 区域 の住 民が放射 線 に被 ば くした ことにつ い て不安感 を抱 き，精 神 的

苦痛 を感 じた として も，前記第6で 述べ た こと と同様 に，一般 不 法行為法 のみ

の観 点 か ら検討 した場合 には， 自主 的避難 等対象 区域 の住民 が受 けた であ ろ う

と推 測 され る放射 線 の被 ば くは極 めて小 さい と評 価す べ き もので あ るか ら，慰

謝 料 の発生 を認 め る程度 の精神 的損害 が直 ちに発 生す る とはい えない。

3放 射 線 量，避 難者 の割合 ，福 島第 一発 電所か らの距 離 ，避難 指示 の存否 等 に

照 ら し，被 告 国の行 為 と避 難 に伴 う損 害 との間 に直 ちに相 当 因果関係 はな い こ

と
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まず ， 自主的避 難等 対象 区域 内の住 民が ，同事故 に よ り放射 線 に被 ば く した

こ とに対 して何 らか の不安感 を抱 いた と して も，前 記 の とお り，健 康被害 を伴

わず ，そ の リス クが他 の要 因 に よる影響 に隠れ て しま うほ ど小 さい と考 え られ

るよ うな低線 量被 ば くに対 す る ものであ る上， 下図 の とお り地震 ・津波 に よる

自主 的避 難者 も含 め，平成23年3月15日 時点 にお ける人 口に 占め る自主 的

避 難者 数 （地震 ・津波 に よる 自主的避難 者 数 を含 む。）割合 は， いわ き市4．5

％ ，郡 山市1．5％ ，二本 松市1．1％ ，福 島市1．1％ で あ り， 田村 市0．

1％ ，小 野町0．1％ な ど1％ に満 た ない市町村 も含 まれ ていた （原賠審第18

回 の配付資料）。
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人 ロに 占め る自主 的 避 難者 数の 割 合 （平成23年3月15日 時点）
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そ して，福 島県 民の 自主的避難者総数 が，平成23年3月15日 時点 に比 し，

大幅 に増加 す るこ とが なか った こ とか らすれ ば，前記 統計 にお いて若干 補足 さ

れ てい ない避難者 がい る こ とを考慮 して も， 自主的避i難i等対象 区域 の住 民 のほ

とん どは，避難す る こ とな く， 当該 区域 に滞 在 し続 けた とい うことがで きる。

この点 は， 中間指針 第一次 追補 に も， 「当該地域 の住 民は，そ のほ とん どが 自主

的避難 をせ ず に，それ まで の住 居 に滞 在 し続 けて」 （乙C第3号 証2ペ ー ジ）い

た と明記 され，異論 のない ところで ある。
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しか も， 自主的避難 等 対象 区域 は，30kmか ら約100km程 度 ，福 島第

一発 電所 か ら離 れ てお り
， 同所 か ら遠 く離 れ た所 に位 置 す る とい うこ とが で き

る。単純 に福 島第一発電所 か らの距離 で約100kmの 地点 とい えば，宮城 県，

山形 県 ，栃木県及 び茨城 県の一部地域 を含 むほ どで ある。

さ らに，前記 の とお り， 当該 区域 の住 民 に対 しては ，避 難指 示等 が出 され て

お らず ，避難 の勧奨 もされ て いなか った。

加 えて，福 島第一発 電所 事故 当初 の期 間 の 目安 とされ た， 平成23年4月2

2日 ま での 間に， 自主的避i難等 対象 区域 は，避 難指示 等 の 出 され てい る 区域 と

隣接 さえ してお らず ，屋 内退避 の指 示 が出 され た 区域 に隣接 してい たにす ぎな

か った。 そ して，一般 住 民 に対 し，万 が一 にで も健康 影 響 を生 じさせ ない とい

う，予 防的観 点 か ら避難 指 示等 が 出 され てい た こ とも考 慮す る と， 自主的避難

等対 象 区域 の住 民 が，避難 指示 等 が出 され てい ない状 況 下 で避難 す る こ とは，

一般的 とはいえない。

以上 の よ うに， 自主的避 難等 対象 区域 にお け る放射 線被 ば く量 が，健 康影響

を伴 わず ，そ の健康影 響 が他 の要 因に よ る影 響 に隠れ て しま うほ ど小 さい こと

の ほか ，住民 の ほ とん どが避難 しなか った こ と， 自主的避 難等 対象 区域 が福 島

第一 発電 所か ら遠 く離れ てお り，避難 指示 等 の対象 で なか った こ と，福 島第一

発電 所事 故 当初 につい ては， 自主 的 に避難 す るこ とが一般 的 で はなか った こ と

に照 らす と， 当該 区域 内の住 民が 自主的 に避 難 した こ とに よ り生 じた精神 的損

害 と被告 国の行為 との間 に直 ちに相 当因果 関係 を認 めるこ とはできない。

4自 主的避難等対象 区域 に関す る中間指針等の評価 について

（1）中間指針等の性 質

中間指針等 は，原賠法18条 に基 づ き，文部科 学省 に設置 され た原賠審 が，

福 島第 一，第 二発 電所事 故 に係 る原 子力損 害 につ いて策 定 した ，原 子力 損害

の賠償 に関す る紛争 につ い て原 子力 損害 の範 囲の判 定 の指針 そ の他 の 当該紛

争 の当事者 に よる 自主 的 な解 決 に資す る一般 的 な指針 であ る。 この よ うな指
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針 の公 表 は， 当事者 の 自主的 な紛 争解 決 を促 進 し，被 害 の早期 回復 に資す る

とともに，裁判 所 に民事訴 訟 が殺 到 す る こ とに よる民事 司法全 体 の機 能不 全

を予防す るこ とがで き るな どといわれて い る （判例 時報2140号3ペ ージ以

下参照）。

原子 力損 害賠 償紛 争解決 セ ンター は，原 賠審 の うち和解 の仲介 の手続 き を

実施す る組 織 の呼称 で あ るが ，同セ ンターが和解 の仲 介 を行 うに際 して，原

賠 審 が定 め る指針 を適 用す るにあた り， 多 くの 申立 て に共通 す る と思 われ る

問題 点 に関 して ，統一 的 な解 決 を図 るこ とを確保 し仲 介委員 が 和解 の仲介 に

当た って参 照す るための基 準 とな る総 括基 準 が策 定 され， これ を示 して和解

仲介 が行 われ てい る。

被告東電 は，中間指針等や総括 基準 を十分尊重 し，適切 な賠償 を してお り，

対象 者 の要 望 に応 じて対象者 が被 告東 電 か ら賠償 を受 け るに 当た って必要 な

請 求書類 を送 るな ど して，迅速 かつ公 平 な賠償 に努 めてい る。

中間指針 等 を踏 ま え，多数 の和 解 が成 立 してい る現在 ， 中間指 針等 の果 た

して い る役割 は大 きい。 そ して， 中間指 針等 は，原 賠法 に基 づ く福 島第一発

電所 事 故 に関す る損害賠 償 の範 囲につ い て，一般 の不法 行為 に基 づ く損 害賠

償請 求権 にお ける損 害 の範 囲 と特別 に異 なって解す る理 由はな い と して，相

当因果 関係 があ る もの と され る損 害 の範 囲 につ いて指針 を示 してい る。 もっ

とも， 中間指針 等 につ いて は，裁 判 規範 で は な く，従来 の相 当因果 関係 説 に

よっては導 かれ ない，新 たな損 害の賠 償 を認 めたのではないか （淡路剛久 「『包

括 的生活利 益』 の侵 害 と損害 」・福 島原発 事 故賠償 の研 究17ペ ー ジ），原 子

力損 害 の特性 を踏 ま え， 従前 の学説 ・実務 が不法行為 損 害賠 償 にお ける実体

ル ール と してきた もの を超 えたルール を採 用 し，相 当 因果 関係 にお ける予 防

原則 を取 り込 むな ど した （潮 見佳男 「福 島原発 賠償 に関す る中間指針 等 を踏 ま

えた損害賠償 法 理 の構 築 」前掲福 島原発 事 故賠償 の研 究113ペ ー ジ以 下参

照）な どの指摘 が ある とお り，相 当因果関係 が ある もの とされ る損 害の範 囲を
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示 す に あた っては ，被 災者 の早 期救 済 のた め等 の政策 的観 点 も加 味 され た上

でその範 囲を示 してい る。

このた め，本件 において は， 中間指針等 の前記性質 を十分 に踏 まえた上 で，

別 途 ，相 当 因果 関係 の存 否や損 害額 が認 定 され るべ きで あ る し，既 払金 の あ

る場合 には， これ を損 害額 か ら控除す るとともに，慰謝 料の算定 に当たって，

早期 に十分 な被害回復 のな され た こ とが考慮 され るべ きで ある。

（2）自主的避 難 等対象 区域 に関す る中間指針 等の 賠償 の範 囲や額 が，被 災者 に

配慮 した もので ある こと

ア は じめ に

中間指針 の第一 次追補 （乙C第3号 証 ）は，以 下 に述 べ る とお り， 自主的

避 難や滞 在 を行 った住 民 の損 害賠 償 を検 討す るに 当た り，福 島第 一発電 所

の状況 が安 定 しない 中で，放 射線 被 ば くへ の恐怖 や不 安 ，発 電所 か らの距

離 ，避難 指 示等 対象 区域 との近接 性 ， 自己の居住 す る市 町村 の 自主的避 難

の状況 等 を総合 的 に考 慮 し，被 災者 救済 とい う政策 的観 点 も加 味 した上で

賠償が認 め られ るべ き一定の範 囲 を示 してい る。

イ 自主的避 難等 対象 区域 に関す る中間指針 等が ，線 量評価 のみ を考慮 して

策定 され た ものではな い こと

中間指針 等で は， 自主的避難 等 対象 区域 の住 民 が，放射 線被 ば くへ恐怖

や 不安感 を抱 い た こ とに起 因す る損 害 の賠 償 を認 めて い る ところ，前記第

6の 裁判 例 の考 え方 を前 提 にすれ ば，不 安感 等 の対 象 で あ る放 射線 量 の科

学 的 な評 価 が賠償 の可否 ， 内容 を決す るに当た って最 も重要 な要素 とな る

と考 え られ る ところ，前記 の とお り，中 間指針 第 一次 追補 にお いて は，平

成23年4月 以 降，放射 線 量が 客観 的 に 明 らか に され る よ うになった後 の

期 間に係 る賠償 につ いて も，線 量 の非 常 に低 い地域 を含 んだ対象 区域 が設

定 されてい る。

中間指針 等 に対 して は，そ の性質 上，和解 仲介 に資す る賠償基 準 を示す
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こ とが期待 され てい た こ とか ら，基 準が 明確 で ある こ とが望 ま しく， 中間

指 針 第二 次追補策 定 時 におい て は， 自主 的避 難 等対 象者 区域 の住 民 に対す

る避難 に係 る賠償 の範 囲を決す るに当た り，先 に20ミ リシーベ ル トを下

回 る ところにつ いて線 量 でお金 を払 うべ きで はない （田中委員 ・原賠審 第2

3回 議事録36ペ ー ジ）との意見 が出 された ほか，20ミ リシーベル ト以外

の基 準 を示 す ことは難 しい との意見 が 出 され る一方 で，20か1か しか な

い ことで は必ず しもない （原 賠 審第24回 議 事録36ペ ー ジ以 下）との意見

も出 され た。そ の後 ，1ミ リシーベル トの ところ も含 めて基準 を示す べ き

こ とを前提 とした意 見 も出 され るな ど（能見会長 ・原賠審 第26回 議事録3

3ペ ー ジ），線量 を基準 とす る ことに対 しては，様 々な意見が示 され た。

これ らの こ とか らも， 中間指 針等 が，健康 影響 が他 の要 因 に よる影 響 に

隠れ て しま うほ ど小 さい と考 え られ る低 線 量被 ば くに対す る不安感 とい う

主観 的利 益侵 害 につ いて ，被 災者 救済 の政策 的観 点 も踏 まえ た様 々 な事 情

を考慮 して いたこ とが分 か る。

5福 島 第一 発電所事 故 当初 の特 殊性 を踏 まえ， 自主 的避難 等対 象区域 の住 民の

避難 等に係 る慰謝料 を認め る と して も少額 にとどまる こと

（1）福 島第一発電所事故 当初 の特 殊性

前 記1な い し4で 述べ た ところに照 らせ ば， 自主 的避難 等対 象 区域 の住 民

に よる損 害賠償請 求 につ いて は，福 島第一原 子 力発 電所 の状況 が不安 定 で あ

り， 将来 的 な飛散 放射 線 量の 予測 がで きない状 況下 にお いて， 万一 の事態 を

想 定 して緊急避難 的 に避難 す るこ とは，正 当化 で き る と して も， 自主的避難

等対象 区域 が広域 にわた って い る こと， その範 囲が福 島第 一発電 所 か らの距

離や放 射線 の線量 に必 ず しも対応 してい ない こ とな どに照 らし，慰謝料 を認

め る対象者 につ いて は，行 政 区画 ご とに一律 に考 えるべ きで はな く， 細や か

な検討 を要す る と考 え られ る。

（2）適正 な慰謝料額 について
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この よ うな慰 謝 料 の算 定 に 当た っては，福 島第 一発 電所事故 前 以上 の放射

線 に被 ば く した として も， この よ うな低 線量被 ば くの健 康影響 は，他 の要 因

に よる影響 に隠れ て しま うほ ど小 さ く， 自主 的避難 等対象 区域 の住 民 につい

て，客観 的 にみ て ，健 康被 害 は生 じて い ない し， 肉体 的苦痛 も受 けて ない こ

とが考慮 され な けれ ば な らない。 また ，福 島第一発 電所 の状況 が刻 々 と変化

し，情報 が不足 してい た期 間は僅 かで あ った こ とや ，政府 におい て も，予防

的観 点 に立 ちつ つ ，当初 か ら情 報提 供 を して いた こ とな どにつ い て も十 分 に

併せ考慮 して慰謝料 が算定 され る必要 があ る。

交通事故 損害 賠償 事件 にお け る慰 謝料 の算 定 に当 たって は，個 々の裁判 官

の主観 性 ・恣意性 を排 除 して，被 害者 相 互間 の不公 平，不 均衡 を避iける とと

もに， 同種 大量 の交通 損 害賠償 事件 を効 率的 に処理 す る 目的 で，基 準 が設 け

られ てお り， この よ うな基 準 は，生命 ・身体 に対す る人体 損害 に対 す る適 正

な賠償 額 と して，交通 事故 以外 の不 法行為 の場 合 に も重要 な意 義 を有 してい

る （齊藤修 「慰 謝 料 に関す る諸 問題 」・新 現代 損害賠 償法 講座6巻226及 び

227ペ ー ジ参照 ）こ とに照 らせ ば，慰謝料 の算定 に 当た っては，被害 に関わ

る事情 の類似 した裁判例 を参考 にす る ことがで きる とい うべ きであ る。

そ こで， 中間指針 等 の策 定 に 当た って参照 され た 当時 の裁 判例 の うち，身

体 的損 害 を伴わ ない ，騒 音 ・悪 臭等 に関す る裁判 例 をみ る と，基 地や 空港 の

騒音 ，道路 の騒音 や排気 ガ ス等 が問題 になっ た裁 判例 にお いて認 容 され た慰

謝料額 は，最 も高い もの で月…額1万8000円 で あ り，下水 ，産 業廃棄 物 ，

豚 舎 の悪臭 が問題 になっ た裁 判例 におい て認 容 され た慰 謝料 額 は，最 も高 い

もので月…額9000円 であ る。

この よ うに， 中間指針 第一 次追 補 にお いて， 自主 的避 難等 対象 区域 の住民

に対 し，子 ども及 び妊 婦 に対 して は一 人40万 円 （福 島第一発 電所事故発 生 か

ら平成23年12月 末 まで の損 害 として），そ の余 の者 に対 して8万 円 （福 島

第 一発電所事 故発生 当初 の時期 の損害 と して）を 目安 として賠償 す る とい う考
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え方 は，種 々の議論 の結 果 ，前記 の裁判 例 も参照 しつつ ，低線 量被 ば くに対

す る不安 を中心 に， 自主的避難 と滞 在 を分 けず に初 期 の情報 が十 分 でなか っ

た こ と等 も総合 的 に考慮 した もので あって ，合理性 のあ る もの とい うこ とが

でき る。

したが って， 自主 的避 難等 対象 区域 の住 民 の避難 等 に係 る適正 な慰 謝料 額

は，個別 事情 に基づ く主張立証 が な され ない限 り， これ らの金 額 を上 回 る こ

とはない とい うべ きで ある。

6自 主 的避 難等対 象 区域 の住民 の避難 等 に係 る慰謝料 を認 め る と して も，その

額 は ，避難 指示 等対象 区域 の住 民の 受 ける慰謝料 額 よ りも相 当に小 さ くな るは

ず であ ること

慰謝 料額 の算 定 に当た って は，① 自主的避 難等 対象 区域 の住 民 は，避 難指 示

等 を受 けず ，避難 を余儀iなく され て い る とはい えない上 に， 自主的避難 等 を し

た場合 で あって も，避難 指示 等対 象 区域 の住 民 に比 し，帰還 が容 易 なた め，避

難 指示等 対象 区域 内 の住 民 よ りも，一 定期 間 内に受 け る精神 的苦痛 の小 さい こ

とが十 分 に考 慮 され るべ きで ある。 そ うす る と， 自主 的避難 等対象 区域 内 の住

民の避難 等 に係 る慰 謝料 を認 め る として も，そ の額 は，後記 の とお り避 難指 示

等 対象 区域 の住 民の受 ける慰謝 料額 として十 分 な金額 で あ る月額10万 円 よ り

は，相 当に小 さ くな るはず である。

確 定判決 で ある，福 島地方裁判 所 いわ き支部 平成26年9月10日 判決 （丙A

第249号 証 の1） ， その控 訴審 であ る仙 台 高等裁判所 平成27年1月21日 判

決 （丙A第249号 証 の2） は， 自主的避難 を した者 に対す る精神 的損 害 として，

4万 円を上 回 らない と してい る。

7小 括

以上 の とお り， 自主的避 難等 対象 区域 の住 民の避難 等 に係 る慰 謝料 は，個別

事情 に基 づ く主張立 証 がな され ない 限 り， 中間指針等 が示 した賠 償 の 目安 を上

回 るこ とは な く，仮 に認 め られ る と して も， 高額 な損 害 の賠 償 を認 め るのは相
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当 で ない 。

第8避 難指示等の対象 区域 の居住者 に対す る賠償 の考 え方につ いて

1避 難指示等 の対 象区域 につ いて

前記 第4で 述べ た とお り，避難 指示 等対 象 区域 は，福 島第一発 電 所か ら30

キ ロメー トル 圏 内 にあ った り，福 島第 一発 電所事 故発 生 か ら1年 間の積 算線 量

が20ミ リシーベ ル トを超 える と推 定 され る空 間線 量 率 が続 いて い る地点等 で

あ って，政府 に よ り，避 難指 示等 が 出 され た り， 自主 的 に避 難 す る こ とが 求 め

られ た区域 で ある。 これ まで述べ て きた とお り，100ミ リシーベル ト以 下の

放射 線 に被 ば くす る こ とに よ り，健 康被 害 の生 じる こ とが科 学 的 に証 明 され て

いな い こ とに よれ ば ，福 島第 一発 電所事 故 前以上 の放射 線 に被 ば くした こ との

み を もって ，避 難指 示 等対象 区域 の住 民が ，通 常避難 す る とはい えないが ， こ

れ らの地 域 につい て は，政府 の指示 等 があ るた め， これ を踏 ま える と， 当該 区

域 内の住 民は，通 常の場合，避難す ることにな る と考 え られ る。

そ のため， 仮 に，被告 国 の行 為 に違法 性 が認 め られ た場合 には，避難 に伴 っ

て生 じた精 神 的損 害 は，避 難 に必要 かつ相 当 と認 め られ る限 り，被告 国の行為

との間 に相 当因果 関係 の ある損 害 と認 め られ る と して もあなが ち不合理 とはい

えない。

2精 神的損害につ いて

（Dは じめ に

避難 指 示等 を受 けて避 難 した者 は， 自主 的 に避難 した者 と異 な り，避難 を

余儀 な く され た とい うこ とがで き る上 ，避難 生活 が長期 間 にわ た った ため，

相応 な精神 的 苦痛 を受 けてい る と考 え られ るか ら， これ につ い て慰謝 料 を認

め る余地 が あ る。 しか し，慰謝 料額 は，精 神 的苦痛 の 内容 や類 似事案 におけ

る慰謝料額等 を踏 ま え，適切 に算定 され る必 要があ る。

この 点， 中間指針 等 におい て，避難指 示等 に係 る損害 と して，精神 的損害
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の賠償 に係 る指針 も示 され て い るが，そ の内容 は， 交通事 故 にお け る損害賠

償 実務 や類似 事案 の裁 判例 と比較 す る と十分 な内容 とな って お り，政 策 的判

断 も加 味 され てい る。

そ うす る と，避 難指 示等対 象 区域 の住 民の避難 に係 る適 正 な慰 謝料 は， 個

別 事情 に基づ く主張立証 が な され ない限 り， これ らの金 額 を上 回 る こ とはな

い とい うべ きで ある。

このた め，本件 にお いて は，精神 的損害 につ いて ， 中間指針等 の 内容 を踏

ま えつ つ も，適切 な慰謝 料額 が算 定 され るべ きであ る。 また，被 告 国の支援

の下 ，被 告東 電 が， 中間指針 等 を尊重 し，適切 な賠 償 を早期 に行 っ てい る こ

とや ，対象者 の要 望 に応 じて対象者 が被 告東 電 か ら賠償 を受 け るに当た って

必 要 な請 求書類 を送付す るな どして早期 の賠償 に努 めてい るこ とは，慰 謝料

の算 定 に当た って も，十分 に考慮 され るべ きで ある。

（2）避 難 を余儀 な くされ た ことに伴 う精神 的損害 につ いて （帰 還困難 区域 に おけ

る一括 賠償 を除 く。）

ア 適 正な慰 謝料額につ いて

避 難者 は，突 然 の事 故 に よって ，平穏 な 日常 生活 とそ の基盤 を失 い，避

難 に よる不 便 な生活 を余儀 な くされ る とともに，帰宅 の 見通 しが不透 明 な

こ とについ て不安 を抱 くため，精神的苦痛 を受 け ると考 え られ る。

他方 ，避 難者 は，福 島第一発電所事故 に よる身体的傷害や健康被 害 を負 っ

てお らず ， これ らに伴 う肉体 的 苦痛や 精神 的苦痛 を受 けてい ない。 また，

避難 者 は，実際 に，入通 院等 を余 儀 な くされ て い ないの で，入通 院 を余儀

な くされ る場 合 に比 し，時 間や行 動 の制約 は小 さい。 さ らに，避難 生活 の

長 期化 に伴 い， 当面の 間避 難 を継 続す るこ とを前提 と した生活 基盤 が整備

され ，避 難者 が避難 先 の生活 に徐 々 に適応 す るこ とに よ り，前記 の よ うな

精神 的 苦痛 は相 当に軽 減 され てい く と考 え られ る。 これ らの事 実 に照 らす

と，避難i者の受 け る精神 的苦痛 は，交通事 故 のた め入通 院 を余儀 な く され
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た被 害者 に比 して も，相 当に小 さい はず であ り， 自動 車損害 賠償 責任保 険

にお け る慰謝 料 （日額4200円 ，．月額 換算12万6000円 ）よ り低額 で

あって も不合理で はない。

イ 中間指 針等 の 内容 は一律 に賠償 すべ き損 害 の範 囲や項 目の 目安 と しては

十分 な もので ある こと

前記 第5の とお り， 中間指針 等 で は，避 難 指示 等 の対象 区域 住民 の受 け

た ，避難 に伴 う精神 的苦 痛 の損 害額 と して ，福 島第一 ，第二発 電所 事故 か

ら6か 月 間 （第1期 ）は一人月…額10万 円 （避難i所等 にお ける避難 生活 を した

期 間 は，一人 月額12万 円），そ の後 の避 難指 示 区域 の見直 し時点 まで （第

2期 ）は一人月額5万 円，そ の後 の終期ま で （第3期 ）は避 難指示解 除準備 区

域 ，居住 制 限区域 に設定 され た地域 は一 人月額10万 円 を 目安 として賠償

す るこ と とされ て い る。 なお ，第2期 につい て は，実 際に は，一人 月額1

0万 円が支払 われ てい る。

この よ うな 中間指針等 の内容 は，「通常は さほ ど高額 とな るもので はない」

とされ ている生活費増加費 用が含 まれ てい ると して も，十分 な もので ある。

加 えて，前記 の損 害算 定期 間 の終期 につ い て， 中間指針等 で は，①避 難

指 示 区域 につい て は，解 除等 か ら1年 間 を 当面 の 目安 とす る，② 平成23

年9月 に 区域指 定 が解 除 され た緊急 時避難 準備 区域 につ いて は，支払 終期

は平成24年8月 末 まで を 目安 とす る，③ 特定避 難勧 奨地 点 につ い ては，

避 難指 示等 の解 除後3か 月 間 を当面 の 目安 とす る とされ てお り，帰還や そ

の後 に安 定 した 生活 を営む た めに一定 の期 間 を要 す るこ とを踏 ま えて も，

中間指針 等 で は，十分 な慰 謝 料額 が認 め られ てい る とい うこ とがで き る。

（3）帰還 困難 区域 の住民に対す る一括払の慰謝 料につ いて

ア 適正 な慰謝料額 について

帰還 困難 区域 の住 民 は，非 常 に長 期 間に わた って帰還 不能 となった上，

帰還 の見通 しが立 た ない た め， 同区域 内にお ける生 活 の断念 を余儀 な くさ
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れ た こ とな どに よる精神 的苦痛 を受 けてい る。

この点 ，裁 判 例上 ， 高額 の慰 謝料 が認 容 され る場合 につ い てみ る と，約

1300万 円の後遺 障害慰 謝料 が認 め られ るのは， 両眼 の視 力 が0．1以

下 にな る，咀噌 又 は言 語 の機 能 に著 しい障 害 を残 す ，両 耳の聴 力 が 耳 に接

しなけれ ば大声 を解す る こ とが で きない程 度 にな る，1手 の5手 指又 は親

指 を含 み4の 手指 を失 うな ど した場合 で あ る。約1000万 円の後遺 障害

慰 謝料 が認 め られ るの は，片 目を失 明す る，片 耳 の聴 力 を全 て失 う，3本

以 上 の手指 を失 うな ど した場 合 であ る。 約600万 円の賠償 が認 め られ る

の は，鼻 を欠 損す る，1耳 の聴力 を全 く失 う，1手 の親 指又 は親指 以外 の

2の 手指 を失 うな ど して， 回復 を期 待 で きない重 い傷 害 を負 った場 合 で あ

る。

また， 山の斜 面で発 生 した地す べ りに よ り山腹 の居住 家屋 等 が家 財道 具

もろ とも破 壊 され た住 民 らにつ いて，長 野地 方裁判 所 平成9年6月27日

判 決 （判例 時 報1621号3ペ ー ジ）は，地す べ り後 に一定期 間避難 生活 を

送 り， その後 ，新 た な場 所 での居住 を開始 した原 告 につい て，慰謝 料 と し

て，災 害見舞 金以外 に最 高400万 円の支払 を命 じた。 同事案 は，国賠 法

2条1項 の責任 が問題 とな った事案 で あ って， 同法1条 が 問題 とな った事

案 で はない が，特 定 の地 域 に居 住す る多数 の住民 が， 自然災 害 を契機 と し

て，一定期 間避 難生 活 を余儀 な くされ ， 災害 の結果 ，元 々居住 してい た場

所 での居住 が 不可能 とな り，新 た な居 住 地 での居住 で の生活 を余儀 な くさ

れ た点 におい て，帰 還 困難 区域 の住 民の福 島第一発 電所事 故後 の行動 と共

通す る部分 があ る。

イ 中間指針 等の 内容 は被 災者の精 神 的損害 を慰謝 す る もの と して十分 な も

の であるこ と

中間指針 等 では， 帰還 困難 区域 の住 民 が受 けた精神 的損害 の損 害額 と し

て，前記 （2）の第1期 及び第2期 分 に加 え， 中間指針 第二次 追補で一人60
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0万 円， 中間指針 第 四次 追補 で一人1000万 円を 目安 とす る とされ てい

る （た だ し，支給調整 があ り，第3期 の始期 が平成24年6月 の場合 の加 算

額 は700万 円 とされ る。）。

この よ うな 中間指針 等 の 内容 は，前 記 の よ うな交通 事故 にお ける後 遺障

害慰謝料 等 の裁判例 に比 して も，十分 な もの と考 え られ る。

第9区 域外居住者の精神 的苦痛に対す る賠償の考 え方について

前記第7で 詳述 した とお り，中間指針第一次追補 は，その策 定の段階で 自

主的避難等対象 区域 内に住居があった者等 に対す る損害賠償 を検討す るに当

た り，福 島第一発電所 の状況が安定 していない状況 下で，放射線被 ば くへの

恐怖 や不安，同発電所 か らの距離，避難指示等対象 区域 との近接性，政府や

地方公共 団体か ら公表 された放射線量 に関す る情報， 自己の居住す る市町村

の 自主的避難の状況等 を踏まえ，総合 的に考慮 され，被災者救 済 とい う政策

的観 点 も加味 した上 で賠償 が認 め られ るべ き一定の類型 とその場合の賠償額

等 を示 した ものである。 中間指針第一次追補 は，可能な限 り早期 に一定の指

針 を示す とい う観点 か ら示 した ものであ り， 同追補以降において 自主的避難

等対象 区域の追加設定や，避難指示等対象 区域及 び 自主的避難等対象区域以

外の区域 の居住者，つ ま り区域外居住者 に対す る賠償 については，新たな指

針 として示 されていない。

避難指示等対象 区域及 び 自主的避難等対象 区域以外 の区域 では， 自主的避

難等対象 区域 と同様，1年 間の積算線量が20ミ リシーベル トに達す るおそ

れ がな く，福 島第一発電所事故前以上 の放射線 に被 ば くす ることによ り，健

康影響 が生 じるとい った リスクがあ るとして も，その リスクは 日常生活の他

の要 因による影響 に隠れ て しま うほ ど小 さい と考 え られ てい る とい う事実関

係 を前提 とす る と，前記 のよ うな科学的根拠 を伴わない主観 的利益や，現実

化す る客観 的な蓋然性 を欠 くよ うな生命 ・身体 に対す る危険 を保護 していな
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い裁判例の枠組 み と整合的なもの とい うことができる。

しか も，従前の裁判例 の枠組 みに照 らせば，仮 に， このよ うな区域外居住

者 が放射線被 ば くによる健康影響 に対す る精神的苦痛 を感 じた として も，そ

れ は危険の現実化す る客観的な蓋然性 を伴わない漠然 とした恐怖感や不安感

程度 のものにほかな らず ，慰謝料 の発生 を認 め る程度 の精神的苦痛 とはい え

ないことは論 を待たない。

したが って，区域外居住者 の相 当因果 関係 のある損害に対す る賠償 として

直 ちに認 めることはできない。

この点，福島第一発電所事故 当時，東京都練馬 区の居住者 が福 島第一発電

所事故 に よ り自主的避難 を し，精神的損 害等 を受けた として，被告東電に対

して，その損害賠償等 の支払 を求 めた事案や，東京都渋谷 区の居住者が福 島

第一発 電所事故 によ り精神 的損 害等 を受 けた として，被告東電 に対 して，そ

の損害賠償等 の支払 を求 めた事案 において，東京地裁 は，低線量被 ば くによ

る健康影響 に関す る知見等 に照 らせ ば，福島第一発 電所事故 による生命 ・身

体等 に対す る具体的危 険の発生は認 め られず，福島第一発電所事故 と相 当因

果関係 の ある被害 が発 生 していた とはいえない として，いずれ も原告 らの請

求を棄却 しているが （丙A第248号 証 の1な い し3， 乙C第55号 証の1な

い し3）， これは，前記裁判例の枠組みが，本件において も妥 当す ることを裏

付 けるものである。

第10い わ き市 の豊かな 自然環境 日々の安定 した生業 を破 壊 された ことなどに対す

る慰謝料 につ いて

原告 らは，平穏 生活権 の侵 害 に係 る精 神 的苦痛 の具体 的 内容 と して ，放 射線

被 ば くに よる健康影 響 に対す る恐怖 ・不安 に よ る精神 的苦痛 の他 に も， この よ

うな不安 を基礎 に， いわ き市の豊 か な 自然環 境， 日々の安定 した生業 を破 壊 さ

れ た こ とな どによる精神 的損害 も挙 げて いる （訴 状第3章 第1・41な い し71

68



ペー ジ，原告 ら準備 書面 （56）12，13ペ ー ジ等参照）。

しか しな が ら，以下 に述べ る とお り，前記原 告 らが 主張す る精神 的損 害 は，

既 に中間指針等 で示 してい る精神的損 害に含 まれてい る と考 えられ る。

す なわ ち， 中間指針 （乙C第2号 証 ）は， 「本件 事故 におい ては，少 な くとも避

難 等 対象者 の相 当数 は ，そ の状 況 に応 じて，① 避難 及び これ に引き続 く対象 区

域 外滞 在 を長 期 間余儀iな くされ ， あ るいは②本 件事 故発 生 時に は対象 区域外 に

居 り， 同区域 内 に住 居が あ る もの の引 き続 き対 象 区域 外滞 在 を長期 間余儀 な く

され た こ とに伴 い， 自宅 以外 での生活 を長 期 間余儀 な くされ ， あるい は，③ 屋

内退避 を余儀 な くされ た こ とに伴 い，行動 の 自由の制 限等 を長 期 間余 儀 な く さ

れ るな ど，避 難等 に よる長 期 間の精神 的苦 痛 を被 ってお り，少 な くとも これ に

つい て賠 償 すべ き損 害 と観 念す るこ とが 可能 であ る。 したが って， この精神 的

損 害 につ いて は，合理 的 な範 囲 にお いて，賠 償す べ き損害 と認 め られ る。」 （同

号証19，20ペ ー ジ）とし，避難 等 に よる長期 間の精神 的損 害 につ いて包括 的

に考慮 した上 で，精神 的損 害の 内容 と賠 償額 等 を示 して い る。 そ して， 中間指

針 では，第1期 にお ける避難等対象者 の精神 的損害 につ いて，「地域 コ ミュニテ ィ

等 が広範 囲 にわ たっ て突 然喪失 」 （同号 証21ペ ー ジ）した ことな ども挙 げ られ

てい る上 ， 中間指針 第二 次追補 （乙C第4号 証 ）で は，第3期 にお け る避難 等対

象者 の精神 的損 害 の内容 と して， 「帰還 困難 区域 にあって は，長年住 み慣れ た住

居及 び地 域 にお け る生活 の断念 を余 儀 な くされ たた めに生 じた精神 的苦痛 が認

め られ 」 （同号証5ペ ー ジ）る とされ ， さらに， 中間指針第 四次追補 （乙C第5号

証 ）で は，帰還 困難 区域又 は大熊 町若 しくは双葉 町の居住 制限 区域若 しくは避難

指示解 除 準備 区域 か らの避i難等 対象 者 に対 して，故郷 を喪失 す る者 へ の精神 的

苦痛部分 を慰謝料 として一 括 して賠償 す るこ とと され た （同号 証4な い し6ペ ー

ジ）。 中間指針 に定 め る避難 等 に係 る精神 的損害 は，避 難等 対象者 が，避難 を余

儀 な く され ， いつ 自宅 に戻 れ る分 か らない とい う不安 な状況 に置 かれ る ことを

も踏 ま えて策 定 され た もの であ り（丙A第250号 証52ペ ー ジ参照）， 中間指
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針第 四次 追補 にお いて賠償 の対象 とな ってい る精神 的苦 痛 ，す なわ ち 「長 年住

み慣 れ た住居及 び地 域 が見通 しのつか ない長期 間に わた って帰還不 能 とな り、

そ こでの生活 の断念 を余儀iなくされ た精神 的苦痛等」 （乙C第5号 証5，6ペ ー

ジ）は，原告 らが居住す るいわ き市 の豊 か な 自然 環境 ， 日々の安 定 した生業 を破

壊 され た こ とな どに対す る慰 謝料 として損害賠 償 の支払 を求 め る精神 的損害 の

範 囲に含 まれ る と考 え られ る。

この よ うに，前記 原告 らが主 張す るい わき市 の豊 かな 自然環境 ， 日々 の安 定

した生 業 を破 壊 され た こ とな どに よる精神 的損 害 は， 中間指針 等で示 され た賠

償 の対 象 とな ってい る精神 的損 害 に含 まれ てい る と考 え られ るた め，個別事 情

に基 づ く主張立証 が な され ない限 り，福 島第一発 電所 事故 との間 に相 当因果 関

係 が認 め られ る損害 とはい えない。

第11被 告国 と被告東電 との立場 を前提 と した賠償責 任の範囲 について

福 島第 一発電 所 を管理 ・運 営 し，そ の利 益 を享受 してい るの は被 告東 電 であ

り，被告 国ではない。 そ して，被告 国は，そ の設置等 に際 し，許認可 を した り，

定期 検査 等 を して い る もの の， これ らは，被告 東電 の原 子力施 設 に対す る安全

管理 義務 を軽減 した り，免 責 す る もの では ない。 した が って，福 島第一発 電所

の安 全 管理 は，一次 的 に は，被 告東 電 におい て行 われ るべ き もので あ り，被告

国は， これ を，後見的 ・補充 的に監督す るに とどまる。

そ して ，民法719条1項 前段 の共 同不法 行為 が成 立す るた めに は，客観 的

にみて一個 の共 同行為 が あ るとみ られ るこ とが必 要 と解 され る （加藤 一郎 ・不 法

行 為 〔増補版 〕205ペ ー ジ以下参 照）ところ，被 告 国の規制権 限の行 使 は，対

象者 の 自由な活動 に一 定 の制約 を課 し，不利 益 を与 え る もので あ って，対象者

に対 し，責任 や 注意義務 を軽減 し，免 責す る とい う性格 の ものでは な く， 両者

は次 元 を異 にす る責任 で あ る。 また ，被 告 国 と被 告東 電 では，安 全対策 の要否

を検討 す るた めに必要 な情報 の収集 や， これ を分析す る能 力に大 きな差が あ り，
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同 じ情報 を把 握 して いた として も，被告 国 と被 告 東電 で は検討 に要す る時 間 を

異 にす る上 ，何 らか の対 策 が必要 との結 論 に達 した と して も， それ か ら，規 制

権 限 の行 使 に至 るた めには ，様 々な過程 を経 る必 要 のあ る こ とも考慮す る と，

被告 国 の規制 権 限行 使 と規制 対象者 で あ る原子 力 事業者 の不 法行 為 との間 に，

客観 的にみて一個の不法行 為 があ るとみ るこ とはで きない。

そ うす る と，仮 に被告 国 の規 制権 限不行 使 につ いて ，国賠 法1条1項 の違 法

が認 め られ る として も， これ と被告 東電 の不法 行為 は，共 同不法行 為 とは な ら

ず，単 に不法行為 が競合 してい るにす ぎない こ ととなる。

この よ うな場 合 にお いて，損 害 の公 平 な分担 とい う損 害賠償 の基 本理 念 に照

らし，前 記諸事 情 を勘案す る と，被告 国の責任 の範 囲 は，第一 次 的責任者 であ

る被告東 電 に比 して，相 当程 度 限定 され た もの にな るべ きであ る （関西水 俣病 訴

訟 に係 る大阪 高裁 平成13年4月27日 判 決 ・判例 時報1761号3ペ ー ジ，

じん肺 訴訟 に係 る札 幌高裁 平成16年12月15日 判 決 ・判例 時報1901号

71ペ ー ジ，福 岡高裁 平成13年7月19日 判 決 ・判 例 時報1785号89ペ

ー ジ，福 岡地裁 平成19年8． 月1日 判 決 ・判 例 時報1989号135ペ ー ジ等

参 照）。

第12ま とめ

以上 のとお り，原告 らは，本件訴訟 において平穏生活権 を侵害 されたな どと

主張 して慰謝料の支払を求めているが，中間指針等は，原賠審における法律，

医療又は原子力工学等に関す る学識経験 を有す る者 による審議 を経た上で策定

され たものであ り，低線量被ば くに関す る合理的な知見を基に設定 した避難 区

域等 を前提 として， 自動車損害賠償責任保険にお ける慰謝料や民事交通事故訴

訟損害賠償額算定基準による期 間経過 に伴 う慰謝料 の変動状況等を参考に賠償

の 目安を示 した ものであることか らすると，中間指針等で示 された賠償の範囲

や項 目の 目安は，裁判規範ではないものの，合理的な内容 を定めたもの とい う
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こ とがで き る。 ま た， 中間指針 等 に関す る策 定経 過 の議 事 録 を子細 に検討 す る

と， 中間指針 等 の策 定 に当 たって は，被 災者 救 済 に力点 を置 いた政 策的観 点 が

加 味 され てお り， この ことか らして も， 中間指針 等 で示 され た賠償 の範 囲や項

目の 目安 は，被 災者 に十分配慮 した もの とい うこ とができる。

したが って， 中間指針 等 で示 され た賠 償 の 目安 を超 える部 分 につ いて は，個

別事 情 に基づ く主張立証 が な され ない限 り，福 島第一発 電 所事故 との間 に相 当

因果 関係 が認 め られ る損 害 とはい えない し，被告 国 が二次 的 かつ補完 的責任 を

負 うにす ぎない こ とに照 らせ ば，万 が一 ，被 告 国 の賠償 責任 が認 め られ た場 合

に も，そ の責任 の範 囲 は，被告東 電 に比 して相 当程度 限定 され た もの にな るべ

き ところ， これ ま で被 告東 電 が支払 って きた賠償 額 を超 える もので はな く，既

に弁済 に よ り填補 され てい る とい うべ きであ る。

以 上
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略称語句使用一覧表

略称 基 本 用 語 使用書面 ペー ジ 備考

訴状訂正申立書 平成25年6． 月10日 付 け訴 状訂 正 答弁書

申立書
1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
6

び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審口頭弁論終結 日後の支払を
求める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福島第一発電所 平成23年3月11日 に被告東電の 答弁書

事故 福島第一発電所において放射性物質
が放出される事故 5

国会事故調査報 国会における第三者機 関による調査 答弁書

告書 委員会が発表 した平成24年7月5

日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧 ソビエ ト連邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関する法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書

追補 子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難等 に係 る損害につい

て） （第 一次 追補 ） 18
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中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府による避難区域等の見
直 し等 に係 る損害について） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会 が策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関す る長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関す る長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会が昭和53年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会が昭和57年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研 究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6、 月24日 答弁書
画 に新 たな 「原子力の研究，開発及び

利用に関す る長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書

計画 4日 に新たな 「原子力の研究，開発

及び利用に関す る長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖か ら房総沖にかけての地震活 答弁書
動 の長期評価について

53

政府事故調査中 政府に設置 された東京電力福島原子 答弁書

間報告書 力発電所における事故調査 ・検証委

員会作成の平成23年12月26日

付け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠 償 法 （昭和22年10． 月27 答弁書
日法律 第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性 同位元素等による放射線障害 第1準 備書面
法 の防止 に関す る法律

5

原災法 原子力災害への対応 を規定 した原子 第1準 備書面
力災害対策特別措置法

5
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h

省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面

を定める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機 については， 第1準 備書面

処分 昭 和41年12月1日 ， 同2号 機 に
つ い て は ， 昭 和43年3月29日 ，

同3号 機 につい て は，昭和45年1

月23日 ， 同4号 機 につ いて は， 昭

和47年1月11日 にそれ ぞれ され

た設置 （変更）許可処分
16

後段規制 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面

炉立地審査指針 会 によって策定 された原子炉立地審

査指針
19

昭和45年 安全 昭和45年4． 月18日 に動力 炉安 全 第1準 備書面

設計審査指針 基準専門部会によって策定 され同月
23日 に原子力委員会において も了

承 された 「軽水炉についての安全設

計に関す る審査指針 について」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針 は，昭 第1準 備書面

設計審査指針 和52年6月 にその全面改訂が行 わ

れ，平成2年8月30日 付 け原 子力

安全委員会決定により全面改訂がさ
れ，平成13年3月29日 に国際放

射線防護委員会による1990年 勧

告を受けて一部改訂がされた
25

平成13年 耐震 平成13年3月29日 に改訂 され た 第1準 備書面

設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9． 月19日 ，原 子力 安全 第1準 備書面

設計審査指針 委員会において，決定 された耐震設

計審査指針
30
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本件地震 平成23年3月11日 の東北地方太 第1準 備書面

平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面

前の電気事業法
1

ク ロ ロキン最高 最高裁判所平成7年6月23日 第二 第2準 備書面

裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160
0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁平成元年11月24日 第二小 第2準 備書面

判決 法廷判決 ・民集43巻10号116
9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決，クロロキ ン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

ク ロ ロキ ン最 高 宅建業者最高裁判決及びクロロキン 第2準 備書面

裁判決等 最高裁判決
7

筑豊 じん肺最高 筑豊 じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面

裁判決等 病最高裁判決
7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面
律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方からの削除や製造の承認 第2準 備書面

置 の取消 しの措置以外の規制措置
16

延宝房総沖地震 慶 長三 陸地 震 （1611年 ）及 び1 第2準 備書面
677年11月 の地震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置 された東京電力福島原子 第2準 備書面

終報告書 力発電所における事故調査 ・検証委

員会作成の平成24年7月23日 付
け 「最終報告書」

51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸 を襲 っ 第2準 備書面
た巨大地震 によって東北地方 に到来

した とされている津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シア のスマ トラ 第2準 備書面
島沖で発生した地震

57
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マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面
員が平成18年7月 に米 国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表 した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

，

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面

63

佐竹 ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野 にお ける869年 貞観津波の

数 値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐竹 健

治 ・行 谷佑一 ・山木滋 ） と題す る論

文 77

合同WG 総合資源エネルギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津波 ， 地質 ・地盤 合 同 ワー

キンググループ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面
京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係 る中間報告
の評価 について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全性 に係 る中間報告の評価 につい
て 」

79

原告ら準備書面 原告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面

（2） 1月7日 付 け準備 書 面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面

（10） 月12日 付 け準備 書 面 （10）

1
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原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面

（13） 月7日 付 け準備 書 面 （13）
1

筑豊 じん肺最高 最高裁判所平成16年4月27日 第 第5準 備書面

裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10

32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最高裁判所平成16年10月15日 第5準 備書面

裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1
802ペ ー ジ 40

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第6準 備書面

（11） 月5日 付 け準備 書 面 （11）
1

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年5 第6準 備書面

（14） 月7日 付 け準備 書 面 （14）
1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面

針 全設計審査指針
55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面

針 審査指針
55

使用停止等処分 平成24年 改正後 の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安のために必要

な措置 79

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年1 第7準 備書面

（18） 0．月29日 付 け準備 書面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際して申 第8準 備書面

請者が実施する事故防止対策に係 る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面

針 に関する審査指針
12

起因事象 異常や事故の発端となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面

機能を有する系統
26

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面

（21） 月12日 付 け準備 書面 （21）
1

添 田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備 書面 （22）
1
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原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面

（23） 月8日 付 け準備 書 面 （23）
1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等 に 第11準 備書面

関する規則
4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面

則 の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照らした既設 第11準 備書面

ノレー ル ・ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の
評価及び確認 に当たっての基本的な

考え方並びに評価手法及び確認基準
につい て 29

伊方原発訴訟最 最 高裁判 所平 成4年10． 月29日 第 第11準 備書面

高裁判決 一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面

（25） ．月15日 付 け準備 書 面 （25）

1

平成3年 溢水事 平 成3年10． 月30日 に発 生 した福 第12準 備書面

故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海
水配管からの海水漏洩

1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面

員会 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

設計審査指針 全設計審査指針 （昭和52年6月1
4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8． 月30
日原子力安全委員会決定）

22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面

ぼすおそれがある津波
29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面

司教授
8

山 口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面

教授
11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面

震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1
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都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神定論文 昭和55（1980） 年 に発 表 され 第14準 備書面

た深尾良夫 ・神定健二 「日本海溝 の

内壁直下の低周波地震 ゾー ン」 と題
す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面

震 ・噴火予知研究観測センター長 を
務める同研究科の松澤暢教授 95

阿部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面
9） 文 「遡上高を用いたMtの 決定 一歴

史津波への応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価 の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面
地震と同様の地震が三陸沖北部から
房総沖の海溝寄 りの領域 内の どこで

も発生する可能性があるとす る見

解 」
3

本件津波 平 成23年3月11日 に発 生 した本 第18準 備書面

件地震に伴 う津波
4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・ 第18準 備書面

同研究所災害リスク研究部門津波工
学研究分野今村文彦教授

20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面

震火山研究観測セ ンター長谷岡勇市

郎教授
20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏
21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏
21
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酒井博士
一般財団法人電力中央研究所原子力 第18準 備書面

リス ク研 究 セ ンター研 究 コー デ ィ

ネーター酒井俊朗博士
21

4省 庁報告書 建設省，農水省，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定した 「太平洋沿岸部地震津波

防災計画手法調査報告書」
49

7省 庁手引 建 設省 ，農 水省 ， 水産庁 ，運 輸省 ， 第18準 備書面

国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域防災計画における津波対策

強化の手引 き」
49

日本海溝 ・千島 中央防災会議 に設置 された 「日本海 第18準 備書面

海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す
る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会 による報 第18準 備書面

海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面

防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行 った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響 を測 るな どの試算
156

試算津波 平成20年 試算 による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進について 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面

班長川原修司氏 15

高橋教授 関西大学社会安全学部教授高橋智幸 第20準 備書面

氏 14

津波PRA標 準 日本原子力学会による規格 「原子力 第20準 備書面

発電所に対する津波を起因とした確
率論的 リスク評価 に関する実施基

準 ：2011」 20

津波評価技術2 土木学会 による 「原子力発電所の津 第20準 備書面

016 波評価技術2016」
23

重大事故等 重大事故 （炉規法43条 の3の6第 第20準 備書面
1項3号 ，実用炉規則4条 ）や重大

事故 に至るおそれがある事故 26
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大竹名誉教授 東北大学名誉教授大竹政和氏 第21準 備書面
2

IAEA 国際原子力機関 第22準 備書面
1

IAEA事 務局 IAEAが 平成27年9． 月 に公表 し 第22準 備書面

長報告書 たIAEA福 島第一原子力発電所事

故事務局長報告書
1

IAEA技 術文 IAEA事 務局長報告書の附属文書 第22準 備書面

書2 で5巻 か ら成 る技術文書の うちの第

2巻
1

バ ックチ ェ ック 新耐震指針に照 らした既設発電用原 第23準 備書面
ノレ ー ノ↓／ 子炉施設等の耐震安全性の評価及び

確認 に当たっての基本的な考え方並
びに評価手法及び確認基準について
（平成18年9． 月20日 原 子力 安

全 ・保安院決定）

24

谷岡 ・佐竹論文 谷 岡勇市郎，佐竹健治 「津波地震は 第23準 備書面

どこで起 こるか 明治三陸津波 か ら
100年 」 （平成8年 ）

36

電事連 電気事業連合会 第23準 備書面
77

NUPEC 財団法人原子力発電技術機構 第23準 備書面
77

東北電力 東北電力株式会社 第23準 備書面
79

深尾 ・神定論文 深尾良夫 ・神定健二 「日本海溝の内 第24準 備書面

壁直下の低周波地震 ゾー ン」
5

松澤 ・内田論文 松澤暢，内田直希 「地震観測か ら見 第24準 備書面

た東北地方太平洋下における津波地
震発生の可能性」 （平成15年 ）

7

西村氏 西村功氏 第24準 備書面
14

渡辺氏 渡辺敦雄氏 第26準 備書面
3

渡辺意見書 渡辺敦雄氏作成の意見書 第26準 備書面
3

筒井氏ら 筒井哲郎氏及び後藤政志氏 第26準 備書面
6

刑事事件 被告東電元役員らを被告人とする刑 第27準 備書面

事事件
7

耐震 バ ックチ ェ 保安院が，原子力事業者等に対 し， 第27準 備書面

ック指示 福島第一原発を含む既設の発電用原
子炉施設 について，平成18年 耐震

設計審査指針に照 らした耐震安全性
の評価を実施 し，その結果を報告す

ることを求めた指示
11
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耐震バ ックチェ 耐震バ ックチェック指示を受けて被 第27準 備書面
ッ ク 告東電ほかの原子力事業者が行 う評

価や同評価に係 る規制側における審
査

11

土木調査 グルー 被告東電原子力設備管理部新潟県中 第27準 備書面
プ 越沖地震対策セ ンター土木 グループ

（土木調査グループを始め とす る複

数グループに改変 されたため，時点
を限 らず 表記 を統 一す る。 ）

13

酒井GM 土木調査 グループマネージャー酒井 第27準 備書面

博士 （「酒井博士」 と同義）
13

高尾氏 ． 土木調査グループ課長高尾誠氏 第27準 備書面
13

金戸氏 土木調査グループ金戸俊道氏 第27準 備書面
13

東電設計 東電設計株式会社 第27準 備書面

13

茨城県波源モデ 「延宝房総沖地震津波の千葉県沿岸 第27準 備書面
ノレ ～福島県沿岸での痕跡高調査」にお

いて検討された延宝房総沖地震に係
る波源モデル

14

日本原電 日本原子力発電株式会社 第27準 備書面
15

JAEA 日本原子力研究開発機構 第27準 備書面
16

東京高裁今村証 別訴 （東京高裁平成29年 （ネ）第 第27準 備書面
言 2620号 ）における今村教授 の証

言
口

20

津波担当部署 土木調査 グループのほか，被告東電 第27準 備 書面
の土木技術 グループ，建築 グルー

プ，機器耐震技術 グループ等の津波

評価及び津波対策担当部署
25

武藤副本部長 被告東電原子力 ・立地本部副本部長 第27準 備書面

武藤栄氏
25

吉田部長 被告東電原子力設備管理部長吉田昌 第27準 備書面

郎氏
25

山下セ ンター長 被告東電原子力設備管理部新潟県中 第27準 備書面
越沖地震対策センター長 山下和彦氏

25

東電津波対応方 耐震バ ックチェ ックに対す る被告東 第27準 備書面

針 電の対応方針
28
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阿部氏 阿部勝征東京大学名誉教授 ・地震調 第27準 備書面
査研究セ ンター所長

29

岡村委員 合同WG委 員岡村行信氏 第27準 備書面
77

名古屋地裁判決 名古屋地方裁判所平成25年 （ワ）第 第29準 備書面
2710号 令 和元年8月2日 判決

5

二段階審査 具体的審査基準に不合理な点がある 第29準 備書面
か否かを審査 し（第一段階の審査），

更に同基準 に適合す るとした判断の

過程に看過 し難い過誤，欠落がある
か否かを審査す る（第二段階の審査）

手法
7

10m盤 O．P． 十10メ ー トノレ］盤 第30準 備書面

11

基準津波 供用中に当該設計基準対象施設に大 第30準 備 書面
きな影響を及ぼすおそれがある津波

22

審査ガイ ド 基準津波及び耐津波設計方針に係る 第30準 備書面

審査ガイ ド

22

東京電力津波調 「福島第一原子力発電所及び福島第 第30準 備書面
査報告書 二原子力発電所における平成23年

東北地方太平洋沖地震により発生 し
た津波の調査結果に係 る報告 （その
2） 」

25

4m盤 0．P． 十4メ ー トノレ盤i 第30準 備書面

33

朝倉式 朝倉良介氏 らが 「護岸 を越流 した津 第30準 備書面

波 による波力に関す る実験的研究」
と題す る論文において公表 した評価

式 38

平成29年 福 島 福島地方裁判所平成25年 （ワ）第3 第30準 備書面
地裁判決 8号 ほか平成29年10 ．月10日 判

決
79

柏崎刈羽発電所 被告東電柏崎刈羽原子力発電所 第30準 備書面
80

東海第二発電所 日本原電東海第二発電所 第30準 備書面
80

中部電力 中部電力株式会社 第30準 備書面

96
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筒井氏ら意見書 筒井氏 らの作成 にかかる平成28年 第31準 備書面

① 4月20日 付 け意見書

9

35rn盤 0．P． 十35メ ー トノレ盤 第31準 備書面

9

電気室等の新設 35m盤 の高台 に電源設備全てを格 第31準 備書面

納 した建屋 （電気室）に非常用ディー
ゼル発電機及び燃料タンクを新設す

るこ と
9

最終 ヒー トシン 最終 ヒー トシンク確保 のための対策 第31準 備書面
ク確保対策 として，冷却用海水ポンプの被水に

よる機能喪失を防ぐための対策を講
じる こ と

9

3つ の対策 電気室等の新設 と最終 ヒー トシンク 第31準 備書面

確保対策
9

付加的対策 防潮堤の設置，可搬式過酷事故対策 第31準 備書面

設備 の設置，建屋等の水密化，非常

用淡水注入 システムの新設 といった

対策 9

筒井氏ら意見書 筒 井氏 らの平成29年5月 一23日 付 第31準 備書面

② け意見書
10

筒井氏ら意見書 平成30年6． 月5日 付 け意 見 書 （2） 第31準 備書面

③
10

筒井氏ら意見書 筒井氏 ら意見書①ないし③ 第31準 備書面

10

島根発電所 中国電力株式会社島根原子力発電所 第31準 備書面

14

M／C 高圧電源盤 第31準 備書面

15

P／C パ ワー セ ン ター 第31準 備書面

15

MCC モ ー タ ー コ ン トロー ル セ ン タ ー 第31準 備書面

15

既設ケー ブル 原子炉建屋等の建屋内の電源盤から 第31準 備書面

機器への既設 ケーブル
で

32

新設ケー ブル 高台に新設する電気室等から原子炉 第31準 備書面
建屋 までのケーブル

32
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浜岡二重扉方式 浜岡発電所原子炉建屋大物搬入 口に 第31準 備書面

対する津波防護対策において採用さ
れた強度強化扉及び水密扉による対
策

64

工認審査ガイ ド 耐津波設計に係る工認審査ガイ ド 第31準 備書面

67

「地震地体構造の 「地震地体構造の同一性」が認 められ 第32準 備書面
同一性」に係る検 るためには，①既往地震としてメカニズ

討事項① ムと発生領域がある程度特定され，モ

デルが設定できる地震が存在すること

を前提に検討する事項
14

「地震地体構造の 「地震地体構造の同一性」が認められ 第32準 備書面
同一性」に係る検 るためには，当該地震を発生させたメ

討事項② カニズムを踏まえ，プ レー トの固着 状 況

や堆積物 （付加体）の状況等から当該

地震が発生した領域と同一性，近似性
が認められる領域を検討する事項

14

松山氏 松山昌史氏 第32準 備書面

33

4省 庁報告書等 4省 庁報告書及び7省 庁手引 第33準 備書面

8

設計上の想定津 設計基準として想定すべき津波 第33準 備書面

波
9

電共研 電力共通研究 第33準 備書面

10

産総研 産業技術総合研究所 第33準 備書面

16

澤井氏 澤井祐紀氏 第33準 備書面

16

佐藤氏 佐藤暁氏 第37準 備書面

6

佐藤氏意見書 佐藤氏が作成した意見書 第37準 備書面

6
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佐藤氏の意見等 佐藤氏意見書並びに平成31年1月 第37準 備書面
18日 及 び令和 元年5月24日 に別

件訴訟 （福島地裁郡山支部平成27
年 （ワ）第255号 ほか）におい て実

施された証人尋問での佐藤氏の証言
6

非常用ガスター 緊急用自家発電機 第38準 備書面
ビン発電機

4

工業製品等 工業製品や設備 第38準 備 書面

9

中間指針 平成23年8月5日 付 け 「東京電力 第39準 備書面
株式会社福島第一，第二原子力発 電

所事故による原子力損害の範囲の判
定等 に関す る中間指針」

5

中間指針第一次 平成23年12月6日 付 け 「東京 電 第39準 備書面
追補 力株式会社福島第一，第二原子力発

電所事故による原子力損害の範囲の
判定等に関す る中間指針追補 （自主
的避難等 に係 る損害について）」

5

中間指針第二次 平成24年3． 月16日 付 け 「東京 電 第39準 備書面

追補 力株式会社福島第一，第二原子力発
電所事故による原子力損害の範囲の
判定等に関する中間指針第二次追補
（政府 による避難区域等の見直 し等
に係 る損害について）」

5

中間指針第四次 平成25年12月26日 付 け 「東 京 第39準 備書面
追補 電力株式会社福島第一，第二原子力

発電所事故による原子力損害の範囲
の判定等に関する中間指針第四次追

補 （避難指示の長期化等に係る損害
につ いて）」

6

中間指針等 中間指針 ，中間指針第一次追補， 中 第39準 備書面

間指針第二次追補及び中間指針第四
次追補

6

原賠審 原子力損害賠償紛争審査会 第39準 備書面

6

1999年 勧 告 ICRP「Publication 第39準 備書面
82長 期放射線被 ばく状況におけ

る公衆の防護」

11
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1992年 勧 告 ICRPPublication 第39準 備書面
63

26

佐 々木 ほか連名 LNTモ デル の仮説が科学的に証明 第39準 備書面
意見書 された真実 として受け入れ られ るも

の でな い こ と

33
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